
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
六
号

都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
七
号
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第
三
項
、
第
三
十
七
条
第
二
項
、
第
四
十
二
条
並
び
に
第
四
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
国
際
競
争
力
強
化
施
設
）

第
一
条
　
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
の
二
第
八
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
国
際
会
議
場
施
設
、
医
療
施
設
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
施
設
で
あ
っ
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

（
都
市
計
画
事
業
の
施
行
と
し
て
行
う
行
為
に
準
ず
る
行
為
）

第
一
条
の
二
　
法
第
十
九
条
の
六
た
だ
し
書
の
都
市
計
画
事
業
の
施
行
と
し
て
行
う
行
為
に
準
ず
る
行
為
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
十
九
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
都
市
施
設
に
関
す
る
都
市
計
画
事
業
の
施
行
予

定
者
と
し
て
定
め
ら
れ
た
者
が
当
該
都
市
施
設
に
関
す
る
都
市
計
画
に
適
合
し
て
行
う
行
為
と
す
る
。

（
開
発
行
為
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
三
　
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
協
議
会
は
、
協
議
書
に
当
該
申
出
に
係
る
開
発
行
為
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
の
権
限
を
有
す
る
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
整
備
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
事
業
並
び
に
そ
の
実
施
主
体
及
び
実
施
期
間
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二
　
都
市
計
画
法
第
三
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
相
当
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

三
　
都
市
計
画
法
第
三
十
条
第
二
項
の
書
面
に
相
当
す
る
書
面
及
び
同
項
の
図
書
に
相
当
す
る
図
書

（
開
発
行
為
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
四
　
法
第
十
九
条
の
八
第
一
項
の
同
意
は
、
都
市
計
画
法
第
三
十
三
条
第
一
項
各
号
（
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
条
例
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
条
例
で
定
め
る
制
限
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
い
と

き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
五
　
法
第
十
九
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
協
議
会
は
、
協
議
書
に
当
該
申
出
に
係
る
土
地
区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
権
限
を
有
す
る
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
整
備
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
事
業
並
び
に
そ
の
実
施
主
体
及
び
実
施
期
間
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二
　
土
地
区
画
整
理
法
第
四
条
第
一
項
の
規
準
又
は
規
約
及
び
事
業
計
画

三
　
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
建
設
省
令
第
五
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
相
当
す
る
書
類

（
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
六
　
法
第
十
九
条
の
九
第
一
項
の
同
意
は
、
土
地
区
画
整
理
法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

第
一
条
の
七
　
土
地
区
画
整
理
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
の
権
限
を
有
す
る
者
は
、
法
第
十
九
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
区
画
整
理
法
第
四
条
第
一
項
の
認
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

を
証
す
る
書
類
を
当
該
認
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
業
の
実
施
主
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
八
　
法
第
十
九
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
協
議
会
は
、
協
議
書
に
当
該
申
出
に
係
る
民
間
都
市
再
生
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

一
　
整
備
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
事
業
並
び
に
そ
の
実
施
主
体
及
び
実
施
期
間
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画

三
　
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
に
相
当
す
る
図
書

（
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
九
　
法
第
十
九
条
の
十
第
一
項
の
同
意
は
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
十
　
法
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
協
議
会
は
、
協
議
書
に
当
該
申
出
に
係
る
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
都
市
再
開
発
法

（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
七
条
の
九
第
一
項
の
認
可
の
権
限
を
有
す
る
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
整
備
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
事
業
並
び
に
そ
の
実
施
主
体
及
び
実
施
期
間
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二
　
都
市
再
開
発
法
第
七
条
の
九
第
一
項
の
規
準
又
は
規
約
及
び
事
業
計
画

三
　
都
市
再
開
発
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
五
十
四
号
）
第
一
条
の
七
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
相
当
す
る
書
類

（
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
十
一
　
法
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
同
意
は
、
都
市
再
開
発
法
第
七
条
の
十
四
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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（
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

第
一
条
の
十
二
　
都
市
再
開
発
法
第
七
条
の
九
第
一
項
の
認
可
の
権
限
を
有
す
る
者
は
、
法
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
再
開
発
法
第
七
条
の
九
第
一
項
の
認
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
を
当
該
認
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
業
の
実
施
主
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
十
三
　
法
第
十
九
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
協
議
会
は
、
協
議
書
の
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
申
出
に
係
る
建
築
物
の
建
築
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
、
こ
れ
ら
を
建
築
主
事
又
は
建
築
副
主
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
事
業
並
び
に
そ
の
実
施
主
体
及
び
実
施
期
間
に
関
す
る
事
項
（
法
第
十
九
条
の
十
五
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
記
載
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
都
市
再

生
安
全
確
保
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
事
業
及
び
そ
の
実
施
主
体
に
関
す
る
事
項
。
次
項
第
一
号
、
第
一
条
の
十
六
第
一
号
及
び
第
一
条
の
二
十
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
記
載
し
た
書
類

二
　
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
六
条
第
一
項
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

第
一
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
書
並
び
に
そ
の
添
付
図
書
及
び
添
付
書
類
に
相
当
す
る
書
類
及
び
図
書
又
は
同
令
第
八
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
一
条
の
三
に
規
定
す
る

同
法
第
十
八
条
第
二
項
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
要
す
る
通
知
書
並
び
に
そ
の
添
付
図
書
及
び
添
付
書
類
に
相
当
す
る
書
類
及
び
図
書

２
　
法
第
十
九
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
協
議
会
は
、
協
議
書
の
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
申
出
に
係
る
建
築
物
の
建
築
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ

れ
ら
を
特
定
行
政
庁
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
事
業
並
び
に
そ
の
実
施
主
体
及
び
実
施
期
間
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二
　
建
築
基
準
法
施
行
規
則
第
十
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
法
第
八
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
図
書
又
は
添
付
書
面
に
相
当
す
る
書
類
及
び
図
書
（
当
該
建
築
物
の

敷
地
若
し
く
は
建
築
物
の
敷
地
以
外
の
土
地
で
二
以
上
の
も
の
が
一
団
地
を
形
成
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
一
団
地
（
そ
の
内
に
同
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
現
に
公
告
さ
れ
て
い
る
他
の
対
象
区
域
（
同
条
第
六
項
に
規
定

す
る
対
象
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
対
象
区
域
の
全
部
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
内
に
一
若
し
く
は
二
以
上
の
構
え
を
成
す
建
築
物
（
二
以
上
の
構
え
を
成
す
も
の
に
あ
っ
て
は
、

総
合
的
設
計
に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
建
築
さ
れ
る
場
合
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
協
議
の
申
出
の
場
合
に
限
る
。
）

三
　
建
築
基
準
法
施
行
規
則
第
十
条
の
二
十
三
に
規
定
す
る
建
築
基
準
法
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
書
並
び
に
そ
の
添
付
図
書
及
び
添
付
書
類
に
相
当
す
る
書
類
及
び
図
書
（
同
項
に
規
定
す
る
場
合
に

お
け
る
協
議
の
申
出
の
場
合
に
限
る
。
）

（
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
十
四
　
法
第
十
九
条
の
十
七
第
一
項
の
同
意
は
、
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
し
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
法
第
十
九
条
の
十
七
第
三
項
の
同
意
は
、
前
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
協
議
の
申
出
の
場
合
に
あ
っ
て
は
安
全
上
、
防
火
上
又
は
衛
生
上
支
障
が
あ
る
と
き
、
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
協
議
の
申
出
の
場
合
に
あ
っ
て
は
建

築
基
準
法
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

第
一
条
の
十
五
　
建
築
主
事
又
は
建
築
副
主
事
は
、
法
第
十
九
条
の
十
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
十
八
条
第
三
項
（
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る

確
認
済
証
の
交
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
に
第
一
条
の
十
三
第
一
項
の
協
議
書
の
副
本
一
通
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て
、
当
該
確
認
済
証
の
交
付
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
事
業
の
実
施
主
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
特
定
行
政
庁
は
、
法
第
十
九
条
の
十
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
基
準
法
第
八
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ

の
旨
を
証
す
る
書
類
に
第
一
条
の
十
三
第
二
項
の
協
議
書
の
副
本
一
通
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て
、
当
該
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
業
の
実
施
主
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
十
六
　
法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
協
議
会
は
、
協
議
書
の
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
申
出
に
係
る
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
所
管
行
政
庁
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
事
業
並
び
に
そ
の
実
施
主
体
及
び
実
施
期
間
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二
　
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
七
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
七
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
書
並
び
に
そ
の
添
付
図
書
及
び
添
付
書
類
に
相
当
す
る
書
類
及
び
図
書

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
十
七
　
法
第
十
九
条
の
十
八
第
一
項
の
同
意
は
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
建
築
物
の
耐
震
改
修
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

第
一
条
の
十
八
　
所
管
行
政
庁
は
、
法
第
十
九
条
の
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を

証
す
る
書
類
に
第
一
条
の
十
六
の
協
議
書
の
副
本
一
通
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て
、
当
該
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
業
の
実
施
主
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
で
あ
る
備
蓄
倉
庫
等
の
容
積
率
の
特
例
に
係
る
認
定
申
請
書
及
び
認
定
通
知
書
の
様
式
）

第
一
条
の
十
九
　
法
第
十
九
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
の
申
請
書
の
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
特
定
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
図
書
又
は
書
面
を
添
え
て
、

特
定
行
政
庁
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
特
定
行
政
庁
は
、
法
第
十
九
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
の
通
知
書
に
、
前
項
の
申
請
書
の
副
本
一
通
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
、
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
特
定
行
政
庁
は
、
法
第
十
九
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
別
記
様
式
第
三
の
通
知
書
に
、
第
一
項
の
申
請
書
の
副
本
一
通
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
、
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

2



（
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
で
あ
る
備
蓄
倉
庫
等
を
有
す
る
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
二
十
　
法
第
十
九
条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
協
議
会
は
、
協
議
書
の
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
申
出
に
係
る
建
築
物
の
建
築
等
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
、
こ
れ
ら
を
特
定
行
政
庁
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
事
業
並
び
に
そ
の
実
施
主
体
及
び
実
施
期
間
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二
　
前
条
第
一
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
添
付
図
書
又
は
添
付
書
面
に
相
当
す
る
書
類
及
び
図
書

（
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
で
あ
る
備
蓄
倉
庫
等
を
有
す
る
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
二
十
一
　
法
第
十
九
条
の
十
九
第
二
項
の
同
意
は
、
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上
又
は
衛
生
上
支
障
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
で
あ
る
備
蓄
倉
庫
等
を
有
す
る
建
築
物
の
建
築
等
に
係
る
証
明
書
の
交
付
）

第
一
条
の
二
十
二
　
特
定
行
政
庁
は
、
法
第
十
九
条
の
十
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
証
す
る
書
類
に
第
一
条
の
二
十
の
協
議
書
の
副

本
一
通
及
び
そ
の
添
付
書
類
を
添
え
て
、
当
該
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
業
の
実
施
主
体
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
都
市
公
園
に
設
け
ら
れ
る
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
係
る
同
意
に
関
す
る
協
議
）

第
一
条
の
二
十
三
　
法
第
十
九
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
協
議
会
は
、
協
議
書
に
当
該
申
出
に
係
る
都
市
公
園
に
設
け
ら
れ
る
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
当
該
都
市
公
園
の
公
園
管
理
者
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
事
業
並
び
に
そ
の
実
施
主
体
及
び
実
施
期
間
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二
　
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
六
条
第
二
項
の
申
請
書
に
相
当
す
る
書
類

（
都
市
公
園
に
設
け
ら
れ
る
都
市
再
生
安
全
確
保
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
に
係
る
同
意
の
基
準
）

第
一
条
の
二
十
四
　
法
第
十
九
条
の
二
十
第
一
項
の
同
意
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
い
と
き
は
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
公
衆
の
都
市
公
園
の
利
用
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
さ
ず
、
か
つ
、
必
要
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
都
市
公
園
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
基
準
並
び
に
同
令
第
十
六
条
各
号
及
び
第
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
の
認
定
等
の
申
請
）

第
二
条
　
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
（
こ
れ
ら
の
図
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に

代
わ
る
べ
き
図
書
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
た
図
書
）
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物
並
び
に
事
業
区
域
を
表
示
し
た
付
近
見
取
図

二
　
縮
尺
、
方
位
、
事
業
区
域
、
敷
地
の
境
界
線
、
敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
の
位
置
並
び
に
事
業
区
域
内
に
整
備
す
る
公
共
施
設
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
避
難
施
設
、
駐
車
場
そ
の
他
の
建
築
物
の
利
用
者
及
び
都
市
の
居
住
者
等

の
利
便
の
増
進
に
寄
与
す
る
施
設
並
び
に
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
八
条
に
規
定
す
る
公
益
的
施
設
の
配
置
を
表
示
し
た
事
業
区
域
内
に
建
築
す
る
建
築
物
の

配
置
図

三
　
縮
尺
、
方
位
、
間
取
り
及
び
設
備
の
概
要
を
表
示
し
た
建
築
す
る
建
築
物
の
各
階
平
面
図

四
　
都
市
再
生
事
業
の
工
程
表

五
　
都
市
再
生
事
業
に
つ
い
て
の
事
業
区
域
内
の
土
地
及
び
付
近
地
の
住
民
に
対
す
る
説
明
会
の
開
催
の
状
況
及
び
当
該
住
民
か
ら
提
出
さ
れ
た
当
該
都
市
再
生
事
業
に
関
す
る
意
見
の
概
要

六
　
縮
尺
、
方
位
、
事
業
区
域
、
申
請
者
が
従
前
か
ら
所
有
権
、
借
地
権
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
（
次
号
並
び
に
第
二
十
二
条
第
六
号
及
び
第
七
号
に
お
い
て
「
所
有
権
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
土
地
及
び

申
請
者
が
所
有
権
の
取
得
又
は
借
地
権
そ
の
他
の
使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
の
取
得
若
し
く
は
設
定
（
第
二
十
二
条
第
六
号
に
お
い
て
「
所
有
権
の
取
得
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
境
界
線
並
び
に
事
業

区
域
内
の
建
築
物
の
位
置
を
表
示
し
た
事
業
区
域
内
に
あ
る
土
地
及
び
建
築
物
の
配
置
図

七
　
申
請
者
が
事
業
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
等
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
申
請
者
が
事
業
区
域
内
に
お
い
て
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

八
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書
、
定
款
並
び
に
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

九
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
、
資
産
及
び
負
債
に
関
す
る
調
書
並
び
に
所
得
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

十
　
都
市
再
生
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
建
築
物
に
係
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

十
一
　
都
市
再
生
事
業
の
施
行
に
必
要
な
資
金
の
調
達
の
相
手
方
並
び
に
当
該
相
手
方
ご
と
の
お
お
む
ね
の
調
達
額
及
び
そ
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類

十
二
　
令
第
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
図
書

十
三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
図
書

２
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
図
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
正

当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
代
わ
る
べ
き
図
書
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
た
図
書
）
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

項
第
十
三
号
中
「
法
第
二
十
一
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
第
一
項
各
号
」
と
す
る
。

（
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
の
記
載
事
項
）

第
三
条
　
法
第
二
十
条
第
二
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
都
市
再
生
事
業
の
名
称
及
び
目
的

二
　
当
該
都
市
再
生
事
業
が
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
を
緊
急
に
推
進
す
る
上
で
効
果
的
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
地
域
を
含
む
都
市
の
再
生
に
著
し
く
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
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三
　
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
並
び
に
公
共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
計
画
が
地
域
整
備
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
の
公
表
）

第
四
条
　
法
第
二
十
三
条
（
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
都
市
再
生
事
業
の
名
称
及
び
目
的

二
　
認
定
計
画
に
係
る
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
並
び
に
公
共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
概
要

（
民
間
都
市
再
生
事
業
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
五
条
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
地
域
の
名
称
の
変
更
又
は
地
番
の
変
更
に
伴
う
変
更

二
　
工
事
着
手
の
時
期
及
び
事
業
施
行
期
間
の
六
月
以
内
の
変
更

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
再
生
事
業
の
施
行
に
支
障
が
な
い
と
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
変
更

（
認
定
事
業
の
施
行
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
の
支
援
の
方
法
）

第
五
条
の
二
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
認
定
事
業
者
（
認
定
事
業
に
係
る
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
認
定
事
業
に
係
る
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け

二
　
認
定
事
業
者
か
ら
認
定
建
築
物
等
又
は
認
定
建
築
物
等
に
係
る
信
託
の
受
益
権
を
取
得
し
、
当
該
認
定
建
築
物
等
又
は
当
該
認
定
建
築
物
等
に
係
る
信
託
の
受
益
権
の
管
理
及
び
処
分
を
行
う
株
式
会
社
等
（
法
第
二
十
九
条
第

一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
株
式
会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
認
定
事
業
に
係
る
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
認
定
事
業
に
係
る
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け

（
民
間
都
市
機
構
の
行
う
都
市
再
生
事
業
支
援
業
務
の
基
準
）

第
六
条
　
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
同
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
審
議
さ
せ
る
た
め
、
民
間
都
市
機
構
に
、
次
に
掲
げ
る
者
（
民
間
都
市
機
構
の
役
員
及
び
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
か
ら
、
民
間
都
市
機
構

の
代
表
者
が
選
任
す
る
委
員
五
人
以
上
を
も
っ
て
組
織
す
る
審
査
会
を
置
き
、
そ
の
議
を
経
て
、
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
。

イ
　
金
融
若
し
く
は
経
済
又
は
民
間
都
市
開
発
事
業
の
施
行
に
関
し
優
れ
た
知
識
と
経
験
を
有
し
、
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

ロ
　
土
地
の
権
利
関
係
又
は
評
価
に
つ
い
て
特
別
の
知
識
と
経
験
を
有
し
、
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

二
　
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
資
金
の
貸
付
け
　
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
（
資
金
の
貸
付
け
又
は
社
債
の
取
得
（
以
下
「
資
金
の
貸
付
け
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
民
間
都
市
機
構
以
外
の
者
の
全
部
又
は
一
部
が
、
民
間
都
市

機
構
に
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
有
す
る
特
約
を
い
い
、
民
間
都
市
機
構
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
後
に
資
金
の
貸
付
け
等
を
行
う
民
間
都
市
機
構
以
外
の
者
の
全
部
又
は
一
部
が
、
当
該
権
利
を
有
す
る

こ
と
と
な
る
特
約
を
含
む
。
第
二
十
七
条
第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
付
さ
れ
、
か
つ
、
担
保
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
（
前
条
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
支
援
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
民
間
都
市
機
構
の
求
め
に
応
じ
担
保
を

付
す
る
こ
と
が
約
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
社
債
の
取
得
　
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
（
資
金
の
貸
付
け
等
を
行
う
民
間
都
市
機
構
以
外
の
者
の
全
部
又
は
一
部
が
、
民
間
都
市
機
構
に
優
先
し
て
弁
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
有

す
る
特
約
を
い
い
、
民
間
都
市
機
構
に
よ
る
社
債
の
取
得
後
に
資
金
の
貸
付
け
等
を
行
う
民
間
都
市
機
構
以
外
の
者
の
全
部
又
は
一
部
が
、
当
該
権
利
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
特
約
を
含
む
。
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
第
二

号
ロ
及
び
第
四
十
六
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
付
さ
れ
た
社
債
を
取
得
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
認
定
事
業
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
公
共
施
設
に
準
ず
る
避
難
施
設
、
駐
車
場
そ
の
他
の
都
市
の
居
住
者
等
の
利
便
の
増
進
に
寄
与
す
る
施
設
の
整
備
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
整
備
さ
れ
る
建
築
物
の
総
合
的
な
性
能
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
建
築
物
の
建
築
、
使
用
及
び
解
体
に
係
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
抑
制
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
一
般
の
金
融
機
関
の
行
う
金
融
等
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五
　
民
間
都
市
機
構
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
等
に
係
る
債
務
の
保
証
そ
の
他
の
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
信
用
補
完
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
認
定
事
業
の
工
事
に
着
手
す
る
ま
で
に
相
当
の
期
間
を
要
す
る
と
見
込

ま
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

（
都
市
再
生
事
業
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に
よ
る
都
市
計
画
の
決
定
等
の
提
案
）

第
七
条
　
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
画
提
案
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
し
た
提
案
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ

ら
を
都
市
計
画
決
定
権
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
都
市
再
生
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
を
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書

イ
　
当
該
都
市
計
画
の
素
案

ロ
　
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
当
該
都
市
再
生
事
業
に
関
す
る
計
画
書

ハ
　
当
該
都
市
再
生
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
図
書

（１）
　
方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物
並
び
に
事
業
区
域
を
表
示
し
た
付
近
見
取
図

（２）
　
縮
尺
、
方
位
、
事
業
区
域
、
敷
地
の
境
界
線
、
敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
の
位
置
及
び
事
業
区
域
内
に
整
備
す
る
公
共
施
設
の
配
置
を
表
示
し
た
事
業
区
域
内
に
建
築
す
る
建
築
物
の
配
置
図

（３）
　
縮
尺
、
方
位
及
び
間
取
り
を
表
示
し
た
建
築
す
る
建
築
物
の
各
階
平
面
図

（４）
　
縮
尺
を
表
示
し
た
建
築
す
る
建
築
物
の
二
面
以
上
の
立
面
図
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ニ
　
法
第
三
十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

ホ
　
法
第
三
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
公
告
を
行
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二
　
関
連
公
共
公
益
施
設
整
備
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
を
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書

イ
　
当
該
都
市
計
画
の
素
案

ロ
　
別
記
様
式
第
五
の
二
に
よ
る
当
該
関
連
公
共
公
益
施
設
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
書

ハ
　
当
該
関
連
公
共
公
益
施
設
整
備
事
業
の
事
業
区
域
を
表
示
し
た
図
面
そ
の
他
必
要
な
図
面

ニ
　
当
該
関
連
公
共
公
益
施
設
整
備
事
業
に
係
る
都
市
再
生
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
図
書

（１）
　
方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物
並
び
に
事
業
区
域
を
表
示
し
た
付
近
見
取
図

（２）
　
縮
尺
、
方
位
、
事
業
区
域
、
敷
地
の
境
界
線
、
敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
の
位
置
及
び
事
業
区
域
内
の
当
該
都
市
再
生
事
業
に
係
る
公
共
施
設
の
配
置
を
表
示
し
た
事
業
区
域
内
の
当
該
都
市
再
生
事
業
に
係
る
建
築
物
の

配
置
図

（３）
　
縮
尺
、
方
位
及
び
間
取
り
を
表
示
し
た
当
該
都
市
再
生
事
業
に
係
る
建
築
物
の
各
階
平
面
図

（４）
　
縮
尺
を
表
示
し
た
当
該
都
市
再
生
事
業
に
係
る
建
築
物
の
二
面
以
上
の
立
面
図

ホ
　
前
号
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
書
類

２
　
前
項
第
二
号
ニ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
市
計
画
決
定
権
者
は
、
同
号
ニ
に
掲
げ
る
図
書
の
添
付
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
再
生
事
業
等
に
係
る
認
可
等
の
申
請
）

第
八
条
　
法
第
四
十
二
条
又
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
、
認
定
又
は
承
認
（
以
下
「
認
可
等
」
と
い
う
。
）
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
当
該
認
可
等
に
関
す

る
処
分
を
行
う
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
都
市
再
生
事
業
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
認
可
等
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
図
書
（
法
第
四
十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
認
可
又
は
認
定
の
申
請
を
行
お
う
と
す

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
図
書
）

二
　
関
連
公
共
公
益
施
設
整
備
事
業
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
認
可
等
の
申
請
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
図
書

２
　
前
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
認
可
等
に
関
す
る
処
分
を
行
う
行
政
庁
は
、
前
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
図
書
の
添
付
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
認
可
等
の
申
請
の
公
告
）

第
八
条
の
二
　
法
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
（
法
第
四
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
名
称

二
　
協
定
区
域

三
　
協
定
区
域
隣
接
地
が
定
め
ら
れ
る
と
き
は
そ
の
区
域

四
　
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
縦
覧
場
所

（
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
認
可
の
基
準
）

第
八
条
の
三
　
法
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
（
法
第
四
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
協
定
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
上
の
利
便
性
及
び
安
全
性
の
向
上
に
資
す
る
よ
う
配
慮
し
て
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

四
　
協
定
区
域
隣
接
地
の
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
　
協
定
区
域
隣
接
地
は
、
協
定
区
域
と
の
一
体
性
を
有
す
る
土
地
の
区
域
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
市
再
生
歩
行
者
経
路
協
定
の
認
可
等
の
公
告
）

第
八
条
の
四
　
第
八
条
の
二
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
の
四
第
二
項
（
法
第
四
十
五
条
の
五
第
二
項
、
第
四
十
五
条
の
六
第
四
項
、
第
四
十
五
条
の
八
第
四
項
又
は
第
四
十
五
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
退
避
経
路
協
定
の
認
可
の
基
準
）

第
八
条
の
五
　
法
第
四
十
五
条
の
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
（
法
第
四
十
五
条
の
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
協
定
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
退
避
経
路
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
は
、
都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
退
避
経
路
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
は
、
大
規
模
な
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
滞
在
者
等
の
退
避
の
安
全
上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
　
退
避
経
路
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

五
　
協
定
区
域
隣
接
地
の
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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六
　
協
定
区
域
隣
接
地
は
、
協
定
区
域
と
の
一
体
性
を
有
す
る
土
地
の
区
域
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
避
経
路
協
定
に
関
す
る
準
用
）

第
八
条
の
六
　
第
八
条
の
二
及
び
第
八
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
退
避
経
路
協
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
退
避
施
設
協
定
の
認
可
の
基
準
）

第
八
条
の
七
　
法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
（
法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
協
定
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
退
避
施
設
及
び
そ
の
属
す
る
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基
準
並
び
に
退
避
施
設
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
は
、
都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
退
避
施
設
及
び
そ
の
属
す
る
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基
準
並
び
に
退
避
施
設
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
は
、
大
規
模
な
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
滞
在
者
等
の
退
避
の
安
全
上
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
定
め
ら

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
　
退
避
施
設
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

五
　
協
定
区
域
隣
接
地
の
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
　
協
定
区
域
隣
接
地
は
、
協
定
区
域
と
の
一
体
性
を
有
す
る
土
地
の
区
域
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
退
避
施
設
協
定
に
関
す
る
準
用
）

第
八
条
の
八
　
第
八
条
の
二
及
び
第
八
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
退
避
施
設
協
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
管
理
協
定
の
基
準
）

第
八
条
の
九
　
法
第
四
十
五
条
の
十
六
第
二
項
第
二
号
（
法
第
四
十
五
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
協
定
倉
庫
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
は
、
大
規
模
な
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
滞
在
者
等
に
対
す
る
災
害
応
急
対
策
に
必
要
な
食
糧
、
医
薬
品
そ
の
他
の
物
資
の
適
切
な
備
蓄
及
び
円
滑
な
供
給
を
図
る
た
め
に
必

要
な
事
項
並
び
に
協
定
倉
庫
の
維
持
修
繕
そ
の
他
協
定
倉
庫
の
適
切
な
管
理
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

二
　
管
理
協
定
の
有
効
期
間
は
、
五
年
以
上
二
十
年
以
下
と
す
る
こ
と
。

三
　
管
理
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
管
理
協
定
の
縦
覧
に
係
る
公
告
）

第
八
条
の
十
　
法
第
四
十
五
条
の
十
七
第
一
項
（
法
第
四
十
五
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
公
報
、
掲
示
そ
の
他
の
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
管
理
協
定
の
名
称

二
　
協
定
倉
庫
の
名
称
（
そ
の
属
す
る
施
設
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
属
す
る
施
設
の
名
称
及
び
協
定
倉
庫
の
部
分
）

三
　
管
理
協
定
の
有
効
期
間

四
　
管
理
協
定
の
縦
覧
場
所

（
管
理
協
定
の
締
結
等
の
公
告
）

第
八
条
の
十
一
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
の
十
八
（
法
第
四
十
五
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
協
定
の
認
可
の
基
準
）

第
八
条
の
十
二
　
法
第
四
十
五
条
の
二
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
（
法
第
四
十
五
条
の
二
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
協
定
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
及
び
そ
の
属
す
る
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基
準
並
び
に
非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
は
、
都
市
再
生
安
全
確
保
計
画
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
及
び
そ
の
属
す
る
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基
準
並
び
に
非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
は
、
大
規
模
な
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
の
機

能
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
　
非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

五
　
協
定
区
域
隣
接
地
の
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
　
協
定
区
域
隣
接
地
は
、
協
定
区
域
と
の
一
体
性
を
有
す
る
土
地
の
区
域
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
協
定
に
関
す
る
準
用
）

第
八
条
の
十
三
　
第
八
条
の
二
及
び
第
八
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
四
十
五
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
用
電
気
等
供
給
施
設
協
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
都
市
の
再
生
に
必
要
な
事
業
）

第
九
条
　
法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ヘ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
住
宅
及
び
住
宅
地
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
七
号
）
に
よ
る
住
宅
街
区
整
備
事
業

（
以
下
「
住
宅
街
区
整
備
事
業
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
事
業
と
す
る
。

第
十
条
　
削
除

（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
に
準
ず
る
者
）

第
十
一
条
　
法
第
四
十
六
条
第
三
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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一
　
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
格
を
有
し
な
い
社
団
で
あ
っ
て
、
代
表
者
の
定
め
が
あ
り
、
か
つ
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

二
　
地
方
公
共
団
体
が
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
四
分
の
一
以
上
を
出
資
し
て
い
る
法
人
で
、
公
共
公
益
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
事
業
を
営
む
も
の

三
　
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
で
あ
っ
て
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
図
る
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
長
が
都
市
の
再
生
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
業
等
を
実
施
す
る
者
と
し
て
、
当
該
市
町
村
長
が
指
定
し
た
も
の

（
滞
在
快
適
性
等
向
上
施
設
等
）

第
十
一
条
の
二
　
法
第
四
十
六
条
第
三
項
第
二
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
道
路
、
通
路
、
公
園
、
緑
地
、
広
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

二
　
駐
輪
場
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

三
　
噴
水
、
水
流
、
池
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

四
　
食
事
施
設
、
購
買
施
設
、
休
憩
施
設
、
案
内
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

五
　
ア
ー
ケ
ー
ド
、
柵
、
ベ
ン
チ
又
は
そ
の
上
屋
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

六
　
街
灯
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

七
　
花
壇
、
樹
木
、
並
木
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

八
　
電
源
設
備
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

九
　
給
排
水
設
備
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

十
　
冷
暖
房
設
備
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

（
一
体
型
滞
在
快
適
性
等
向
上
事
業
）

第
十
一
条
の
三
　
法
第
四
十
六
条
第
三
項
第
二
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
業

二
　
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設
等
並
び
に
こ
れ
ら
の
上
に
設
置
さ
れ
る
同
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
等
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
業

三
　
前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
等
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
施
設
等
の
う
ち
壁
（
当
該
施
設
等
と
一
体
的
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
滞
在
の
快
適
性
等
の
向
上
に
資
す
る
公
共
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
施
設
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
滞
在
快
適
性
等
向
上
公
共
施
設
等
」
と
い
う
。
）
に
接
し
て
い
る
階
に
あ
り
、
か
つ
、
滞
在
快
適
性
等
向
上
公
共
施
設
等
に
面
す
る
部
分
に
限
る
。
）
の
過
半
に
つ
い
て
、
ガ
ラ
ス
そ
の
他
の

透
明
な
素
材
と
す
る
こ
と
、
構
造
上
開
閉
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
又
は
位
置
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
滞
在
快
適
性
等
向
上
区
域
内
の
歩
行
者
に
対
す
る
視
覚
的
又
は
物
理
的
な
高
い
開
放
性
を
有
す
る
も
の

（
市
町
村
が
決
定
又
は
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
市
計
画
）

第
十
二
条
　
令
第
十
三
条
第
二
号
ニ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
市
街
地
開
発
事
業
は
、
施
行
区
域
の
面
積
が
二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
住
宅
街
区
整
備
事
業
と
す
る
。

（
令
第
十
九
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
）

第
十
二
条
の
二
　
令
第
十
九
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
同
条
に
規
定
す
る
看
板
及
び
広
告
塔
か
ら
生
ず
る
収
益
を
一
体
型
滞
在
快
適
性
等
向
上
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す

る
。

（
法
第
四
十
六
条
第
十
四
項
第
二
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
公
園
施
設
の
種
類
）

第
十
二
条
の
三
　
法
第
四
十
六
条
第
十
四
項
第
二
号
イ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
公
園
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
休
養
施
設

二
　
遊
戯
施
設

三
　
運
動
施
設

四
　
教
養
施
設

五
　
便
益
施
設

六
　
都
市
公
園
法
施
行
令
第
五
条
第
八
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
展
望
台
又
は
集
会
所

（
滞
在
快
適
性
等
向
上
公
園
施
設
の
種
類
）

第
十
二
条
の
四
　
法
第
四
十
六
条
第
十
四
項
第
二
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
公
園
施
設
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
公
園
施
設
か
ら
生
ず
る
収
益
を
特
定
公
園
施
設
の
建
設
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
こ
と

が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
公
園
施
設
の
種
類
）

第
十
二
条
の
五
　
法
第
四
十
六
条
第
十
四
項
第
二
号
ロ
（
１
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
公
園
施
設
は
、
滞
在
快
適
性
等
向
上
公
園
施
設
と
一
体
的
に
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
公
園
施
設
の
効
率
的
な
整
備
が
図
ら
れ
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
四
十
六
条
第
十
四
項
第
二
号
ロ
（
４
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
十
二
条
の
六
　
法
第
四
十
六
条
第
十
四
項
第
二
号
ロ
（
４
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
滞
在
快
適
性
等
向
上
公
園
施
設
の
設
置
又
は
管
理
に
よ
り
期
待
さ
れ
る
効
果
そ
の
他
の
市
町
村
が
必
要
と
認
め
る
事
項
と
す
る
。

（
滞
在
快
適
性
等
向
上
公
園
施
設
の
設
置
又
は
管
理
に
係
る
公
告
）

第
十
二
条
の
七
　
法
第
四
十
六
条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
（
同
条
第
二
十
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
は
、
同
条
第
十
四
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
都
市
公
園
の
名
称
並
び
に
当
該
事
項
の
案
の
縦
覧

の
場
所
及
び
期
間
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
公
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
滞
在
快
適
性
等
向
上
公
園
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
都
市
公
園
の
管
理
上
適
切
で
な
い
場
所
）

第
十
二
条
の
八
　
法
第
四
十
六
条
第
十
九
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
六
号
の
計
画
期
間
内
に
お
い
て
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
使
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
所

二
　
そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
場
所

（
都
市
利
便
増
進
施
設
）

第
十
二
条
の
九
　
法
第
四
十
六
条
第
二
十
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
道
路
、
通
路
、
駐
車
場
、
駐
輪
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

二
　
公
園
、
緑
地
、
広
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

三
　
噴
水
、
水
流
、
池
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

四
　
食
事
施
設
、
購
買
施
設
、
休
憩
施
設
、
案
内
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

五
　
広
告
塔
、
案
内
板
、
看
板
、
標
識
、
旗
ざ
お
、
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
、
幕
、
ア
ー
チ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

六
　
ア
ー
ケ
ー
ド
、
柵
、
ベ
ン
チ
又
は
そ
の
上
屋
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

七
　
備
蓄
倉
庫
、
耐
震
性
貯
水
槽
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

八
　
街
灯
、
防
犯
カ
メ
ラ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

九
　
太
陽
光
を
電
気
に
変
換
す
る
た
め
の
設
備
、
雨
水
を
利
用
す
る
た
め
の
雨
水
を
貯
留
す
る
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

十
　
彫
刻
、
花
壇
、
樹
木
、
並
木
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

十
一
　
電
源
設
備
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

十
二
　
給
排
水
設
備
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

十
三
　
冷
暖
房
設
備
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

十
四
　
民
間
事
業
者
間
の
交
流
又
は
連
携
の
拠
点
と
な
る
集
会
施
設
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の

十
五
　
都
市
の
居
住
者
そ
の
他
の
者
に
有
用
な
情
報
を
把
握
し
、
伝
達
し
、
又
は
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
撮
影
機
器
、
通
信
機
器
、
電
子
計
算
機
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

（
居
住
者
等
利
用
施
設
）

第
十
二
条
の
十
　
法
第
四
十
六
条
第
二
十
六
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
道
路
、
通
路
、
駐
車
場
、
駐
輪
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

二
　
公
園
、
緑
地
、
広
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

三
　
噴
水
、
水
流
、
池
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

四
　
教
育
文
化
施
設
、
医
療
施
設
、
福
祉
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

五
　
集
会
場
、
業
務
施
設
、
宿
泊
施
設
、
食
事
施
設
、
購
買
施
設
、
休
憩
施
設
、
案
内
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

（
滞
在
快
適
性
等
向
上
区
域
の
周
知
）

第
十
二
条
の
十
一
　
法
第
四
十
六
条
第
二
十
八
項
第
一
号
（
同
条
第
二
十
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
滞
在
快
適
性
等
向
上
区
域
の
区
域
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
、
印
刷
物
の
配

布
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

（
市
町
村
決
定
計
画
及
び
計
画
決
定
期
限
の
公
告
）

第
十
三
条
　
法
第
四
十
六
条
第
二
十
八
項
第
二
号
（
同
条
第
二
十
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
市
町
村
の
定
め
る
方
法
で
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
市
町
村
決
定
計
画
に
係
る
都
市
計
画
の
種
類

二
　
市
町
村
決
定
計
画
に
係
る
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

三
　
計
画
決
定
期
限

（
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
等
の
提
案
）

第
十
四
条
　
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
再
生
整
備
計
画
の
作
成
又
は
変
更
の
提
案
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を

記
載
し
た
提
案
書
に
都
市
再
生
整
備
計
画
の
素
案
を
添
え
て
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
都
市
再
生
整
備
計
画
の
添
付
書
類
等
）

第
十
五
条
　
市
町
村
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
都
市
再
生
整
備
計
画
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
都
市
再
生
整
備
計
画
に
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
内
の
土
地
の
現
況
を
明
ら
か
に
し
た
図
面

二
　
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金
の
額
の
限
度
を
算
定
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料

２
　
市
町
村
は
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
交
付
金
の
交
付
手
続
、
交
付
金
の
経
理
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
交
付
金
の
額
）

第
十
六
条
　
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
は
市
町
村
ご
と
に
交
付
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
を
限
度
と
す
る
。

｛
（
Ａ
ｕ－

Ａ
ｐ
）×

（
Ｃ
ｌ
＋
Ｃ
ｆ
）
＋Σ

Ｃ
ｎ
｝×

０
．
５
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（
こ
の
式
に
お
い
て
、
Ａ
ｕ
、
Ａ
ｐ
、
Ｃ
ｌ
、
Ｃ
ｆ
及
び
Ｃ
ｎ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ａ
ｕ
　
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
の
面
積
に
当
該
区
域
の
特
性
に
応
じ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
面
積

Ａ
ｐ
　
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
道
路
、
公
園
、
広
場
及
び
緑
地
の
面
積

Ｃ
ｌ
　
地
価
公
示
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
価
格
、
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
内
に
あ
る
建
築
物
の
数
そ
の
他
の
事
項
を
基
礎
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算

定
し
た
当
該
区
域
に
お
け
る
単
位
面
積
当
た
り
の
標
準
的
な
用
地
費
及
び
補
償
費
の
額

Ｃ
ｆ
　
道
路
、
公
園
、
緑
地
又
は
広
場
の
築
造
に
要
す
る
標
準
的
な
単
位
面
積
当
た
り
の
費
用
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額

Ｃ
ｎ
　
都
市
再
生
整
備
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
施
設
ご
と
に
、
当
該
施
設
の
規
模
及
び
単
位
規
模
当
た
り
の
標
準
的
な
整
備
費
を
基
礎
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
施
設
整

備
に
要
す
る
標
準
的
な
費
用
の
額
（
都
市
再
生
整
備
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
施
設
に
、
道
路
、
公
園
、
緑
地
又
は
広
場
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
必
要
な
補
正
を
行
っ
た
額
）
）

２
　
前
項
の
交
付
金
の
額
は
、
都
市
再
生
整
備
計
画
に
基
づ
く
事
業
等
を
通
じ
て
増
進
が
図
ら
れ
る
次
に
掲
げ
る
都
市
機
能
の
内
容
を
勘
案
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
地
域
整
備
方
針
に
適
合
す
る
都
市
機
能

二
　
立
地
適
正
化
計
画
に
適
合
す
る
都
市
機
能

三
　
中
心
市
街
地
（
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
中
心
市
街
地
を
い
う
。
）
の
活
性
化
に
資
す
る
都
市
機
能

四
　
歴
史
的
風
致
（
地
域
に
お
け
る
歴
史
的
風
致
の
維
持
及
び
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四
十
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
歴
史
的
風
致
を
い
う
。
）
の
維
持
及
び
向
上
に
資
す
る
都
市
機
能

五
　
地
球
温
暖
化
対
策
そ
の
他
の
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
都
市
機
能

３
　
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
交
付
金
の
額
を
算
出
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
。

（
都
市
計
画
の
協
議
の
申
出
）

第
十
七
条
　
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
協
議
の
申
出
は
、
協
議
書
及
び
当
該
都
市
計
画
の
案
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
協
議
書
に
は
、
都
市
計
画
の
策
定
の
経
緯
の
概
要
を
示
す
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
市
計
画
の
決
定
等
の
要
請
）

第
十
八
条
　
法
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
画
要
請
を
行
お
う
と
す
る
市
町
村
は
、
市
町
村
名
を
記
載
し
た
要
請
書
に
都
市
計
画
の
素
案
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
都
道
府
県
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
市
再
生
推
進
法
人
に
よ
る
都
市
計
画
の
決
定
等
の
提
案
）

第
十
八
条
の
二
　
法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
画
提
案
を
行
お
う
と
す
る
都
市
再
生
推
進
法
人
は
、
そ
の
名
称
を
記
載
し
た
提
案
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ

れ
ら
を
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
都
市
計
画
の
素
案

二
　
別
記
様
式
第
六
に
よ
る
公
共
施
設
又
は
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
施
設
（
次
号
に
お
い
て
「
公
共
利
便
施
設
」
と
い
う
。
）
の
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
計
画
書

三
　
公
共
利
便
施
設
の
整
備
又
は
管
理
を
行
う
区
域
を
表
示
す
る
図
面
そ
の
他
必
要
な
図
面

四
　
法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
法
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
環
境
影
響
評
価
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
公
告
を
行
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
国
道
の
新
設
又
は
改
築
の
認
可
）

第
十
九
条
　
市
町
村
は
、
法
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
道
の
新
設
又
は
改
築
に
つ
い
て
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
七
に
よ
る
申
請
書
を
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
工
事
計
画
書

二
　
工
事
費
及
び
財
源
調
書

三
　
平
面
図
、
縦
断
図
、
横
断
定
規
図
そ
の
他
必
要
な
図
面

（
認
可
を
要
し
な
い
軽
易
な
国
道
の
新
設
又
は
改
築
）

第
二
十
条
　
法
第
五
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
易
な
国
道
の
新
設
又
は
改
築
は
、
国
道
に
附
属
す
る
道
路
の
附
属
物
の
新
設
又
は
改
築
の
み
に
関
す
る
工
事
と
す
る
。

２
　
市
町
村
は
、
前
項
の
工
事
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
道
の
管
理
の
公
示
）

第
二
十
一
条
　
市
町
村
は
、
法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
道
の
新
設
等
又
は
国
道
の
維
持
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
道
の
管
理
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
と
き
、
及
び
当
該
国
道
の
管
理
の
全
部
又
は
一
部
を

完
了
し
た
と
き
は
、
道
路
の
種
類
、
路
線
名
、
国
道
の
管
理
の
区
間
、
国
道
の
管
理
の
種
類
及
び
国
道
の
管
理
の
開
始
の
日
（
当
該
国
道
の
管
理
の
全
部
又
は
一
部
を
完
了
し
た
と
き
に
あ
っ
て
は
、
国
道
の
管
理
の
完
了
の
日
）
を

公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
園
施
設
設
置
管
理
協
定
の
内
容
）

第
二
十
一
条
の
二
　
法
第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
第
十
三
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
一
体
型
事
業
実
施
主
体
等
が
公
園
管
理
者
に
対
し
て
行
う
公
園
施
設
設
置
管
理
協
定
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
報
告
に
関
す
る
事
項

二
　
そ
の
他
公
園
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項
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（
特
定
路
外
駐
車
場
の
設
置
の
届
出
）

第
二
十
一
条
の
三
　
法
第
六
十
二
条
の
九
第
一
項
（
法
第
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
七
の
二
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
特
定
路
外
駐
車
場
の
位
置
を
表
示
し
た
縮
尺
一
万
分
の
一
以
上
の
地
形
図

二
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
縮
尺
二
百
分
の
一
以
上
の
平
面
図

イ
　
特
定
路
外
駐
車
場
の
区
域

ロ
　
特
定
路
外
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
口
（
自
動
車
の
出
口
で
自
動
車
の
車
路
の
路
面
が
道
路
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
。
以
下
こ
の
ロ
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
路
面
に
接
す
る
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
入
口
（
自
動
車
の
入
口
で
自
動
車
の
車
路
の
路
面
が
道
路
の
路
面
に
接
す
る
部
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

第
二
十
一
条
の
四
　
法
第
六
十
二
条
の
九
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
特
定
路
外
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
口
及
び
入
口
の
位
置
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
二
十
一
条
の
五
　
法
第
六
十
二
条
の
九
第
二
項
（
法
第
百
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
特
定
路
外
駐
車
場
の
位
置
、
規
模
並
び
に
自
動
車
の
出
口
及
び
入

口
の
位
置
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
六
　
法
第
六
十
二
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
七
の
三
に
よ
る
変
更
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
出
入
口
制
限
対
象
駐
車
場
の
設
置
の
届
出
）

第
二
十
一
条
の
七
　
法
第
六
十
二
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
七
の
四
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
出
入
口
制
限
対
象
駐
車
場
の
位
置
を
表
示
し
た
縮
尺
一
万
分
の
一
以
上
の
地
形
図

二
　
次
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
縮
尺
二
百
分
の
一
以
上
の
平
面
図

イ
　
出
入
口
制
限
対
象
駐
車
場
の
区
域

ロ
　
出
入
口
制
限
対
象
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
口
及
び
入
口

三
　
法
第
六
十
二
条
の
十
第
一
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
図
書
と
し
て
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
も
の

第
二
十
一
条
の
八
　
法
第
六
十
二
条
の
十
第
二
項
及
び
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
出
入
口
制
限
対
象
駐
車
場
の
位
置
及
び
規
模
と
す
る
。

（
出
入
口
制
限
対
象
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
口
又
は
入
口
の
位
置
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
一
条
の
九
　
法
第
六
十
二
条
の
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
七
の
五
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
第
二
十
一
条
の
七
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
の
認
定
等
の
申
請
）

第
二
十
二
条
　
法
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
八
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
（
こ
れ
ら
の
図
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
ら
に
代
わ
る
べ
き
図
書
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
た
図
書
）
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物
並
び
に
整
備
事
業
区
域
を
表
示
し
た
付
近
見
取
図

二
　
縮
尺
、
方
位
、
整
備
事
業
区
域
、
敷
地
の
境
界
線
、
敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
の
位
置
並
び
に
整
備
事
業
区
域
内
に
整
備
す
る
公
共
施
設
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
避
難
施
設
、
駐
車
場
そ
の
他
の
建
築
物
の
利
用
者
及
び
都
市
の

居
住
者
等
の
利
便
の
増
進
に
寄
与
す
る
施
設
の
配
置
を
表
示
し
た
整
備
事
業
区
域
内
に
建
築
す
る
建
築
物
の
配
置
図

三
　
縮
尺
、
方
位
、
間
取
り
及
び
設
備
の
概
要
を
表
示
し
た
建
築
す
る
建
築
物
の
各
階
平
面
図

四
　
都
市
再
生
整
備
事
業
の
工
程
表

五
　
都
市
再
生
整
備
事
業
に
つ
い
て
の
整
備
事
業
区
域
内
の
土
地
及
び
付
近
地
の
住
民
に
対
す
る
説
明
会
の
開
催
の
状
況
及
び
当
該
住
民
か
ら
提
出
さ
れ
た
当
該
都
市
再
生
整
備
事
業
に
関
す
る
意
見
の
概
要

六
　
縮
尺
、
方
位
、
整
備
事
業
区
域
、
申
請
者
が
従
前
か
ら
所
有
権
等
を
有
す
る
土
地
及
び
申
請
者
が
所
有
権
の
取
得
等
を
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
境
界
線
並
び
に
整
備
事
業
区
域
内
の
建
築
物
の
位
置
を
表
示
し
た
整
備
事
業
区
域

内
に
あ
る
土
地
及
び
建
築
物
の
配
置
図

七
　
申
請
者
が
整
備
事
業
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
等
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
申
請
者
が
整
備
事
業
区
域
内
に
お
い
て
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

八
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書
、
定
款
並
び
に
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

九
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
、
資
産
及
び
負
債
に
関
す
る
調
書
並
び
に
所
得
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

十
　
都
市
再
生
整
備
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
建
築
物
に
係
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

十
一
　
都
市
再
生
整
備
事
業
の
施
行
に
必
要
な
資
金
の
調
達
の
相
手
方
並
び
に
当
該
相
手
方
ご
と
の
お
お
む
ね
の
調
達
額
及
び
そ
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類

十
二
　
令
第
二
十
三
条
第
二
号
又
は
第
五
号
に
規
定
す
る
事
業
に
あ
っ
て
は
、
当
該
事
業
に
該
当
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
図
書

十
三
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
六
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
図
書

２
　
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
八
に
よ
る
申
請
書
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
図
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
正

当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
代
わ
る
べ
き
図
書
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
た
図
書
）
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

項
第
十
三
号
中
「
法
第
六
十
四
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
四
条
第
一
項
各
号
」
と
す
る
。
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（
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
の
記
載
事
項
）

第
二
十
三
条
　
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
都
市
再
生
整
備
事
業
の
名
称
及
び
目
的

二
　
当
該
都
市
再
生
整
備
事
業
が
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
さ
れ
た
事
業
と
一
体
的
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
事
業
の
効
果
を
一
層
高
め
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
を
含
む
都
市
の
再
生

に
著
し
く
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

三
　
整
備
事
業
区
域
が
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
並
び
に
公
共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
計
画
が
地
域
整
備
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
参
考
と
な
る
べ

き
事
項

（
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
の
公
表
）

第
二
十
四
条
　
法
第
六
十
五
条
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
都
市
再
生
整
備
事
業
の
名
称
及
び
目
的

二
　
認
定
整
備
事
業
計
画
に
係
る
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
並
び
に
公
共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
概
要

（
民
間
都
市
再
生
整
備
事
業
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
二
十
五
条
　
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
地
域
の
名
称
の
変
更
又
は
地
番
の
変
更
に
伴
う
変
更

二
　
工
事
着
手
の
時
期
及
び
事
業
施
行
期
間
の
六
月
以
内
の
変
更

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
市
再
生
整
備
事
業
の
施
行
に
支
障
が
な
い
と
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
変
更

（
認
定
整
備
事
業
の
施
行
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
の
支
援
の
方
法
）

第
二
十
六
条
　
法
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ホ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
認
定
整
備
事
業
者
（
専
ら
認
定
整
備
事
業
の
施
行
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
等
に
限
る
。
）
が
発
行
す
る
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
の
取
得
を
行
う
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第

八
十
九
号
）
第
六
百
六
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
組
合
、
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
百
三
十
五
条
に
規
定
す
る
匿
名
組
合
契
約
に
よ
っ
て
成
立
す
る
匿
名
組
合
、
投
資
事

業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
若
し
く
は
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
条
に
規

定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
又
は
株
式
会
社
等
若
し
く
は
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人
（
以
下
「
組
合
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る

出
資

二
　
株
式
会
社
等
（
専
ら
、
認
定
整
備
事
業
者
か
ら
認
定
整
備
建
築
物
等
又
は
認
定
整
備
建
築
物
等
に
係
る
信
託
の
受
益
権
を
取
得
し
、
当
該
認
定
整
備
建
築
物
等
又
は
当
該
認
定
整
備
建
築
物
等
に
係
る
信
託
の
受
益
権
の
管
理
及

び
処
分
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
発
行
す
る
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
の
取
得
を
行
う
組
合
等
に
対
す
る
出
資

三
　
認
定
整
備
事
業
者
（
認
定
整
備
事
業
に
係
る
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
認
定
整
備
事
業
に
係
る
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る
も
の
に
限
る
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
出
資
又
は
資
金
の
貸
付
け

四
　
認
定
整
備
事
業
者
か
ら
認
定
整
備
建
築
物
等
又
は
認
定
整
備
建
築
物
等
に
係
る
信
託
の
受
益
権
を
取
得
し
、
当
該
認
定
整
備
建
築
物
等
又
は
当
該
認
定
整
備
建
築
物
等
に
係
る
信
託
の
受
益
権
の
管
理
及
び
処
分
を
行
う
株
式
会

社
等
（
認
定
整
備
事
業
に
係
る
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
認
定
整
備
事
業
に
係
る
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る
も
の
に
限
る
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
出
資
又
は
資
金
の
貸
付
け

五
　
認
定
整
備
事
業
者
が
発
行
す
る
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
の
取
得
を
行
う
組
合
等
に
対
す
る
出
資

六
　
認
定
整
備
事
業
者
か
ら
認
定
整
備
建
築
物
等
又
は
認
定
整
備
建
築
物
等
に
係
る
信
託
の
受
益
権
を
取
得
し
、
当
該
認
定
整
備
建
築
物
等
又
は
当
該
認
定
整
備
建
築
物
等
に
係
る
信
託
の
受
益
権
の
管
理
及
び
処
分
を
行
う
株
式
会

社
等
が
発
行
す
る
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
の
取
得
を
行
う
組
合
等
に
対
す
る
出
資

（
民
間
都
市
機
構
の
行
う
都
市
再
生
整
備
事
業
支
援
業
務
の
基
準
）

第
二
十
七
条
　
法
第
七
十
一
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
方
法
（
出
資
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
よ
り
支
援
す
る
業
務
に
係
る
も
の
は
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま

で
、
同
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
（
同
号
イ
、
ロ
及
び
ホ
に
あ
っ
て
は
、
出
資
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
よ
り
支
援
す
る
業
務
に
係
る
も
の
は
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
法
第
七
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
方
法
（
出
資
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
よ
り
支
援
す
る
業
務
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
審
議
さ
せ
る
た
め
、
民
間
都
市
機
構
に
、
次
に
掲
げ
る
者
（
民
間

都
市
機
構
の
役
員
及
び
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
か
ら
、
民
間
都
市
機
構
の
代
表
者
が
選
任
す
る
委
員
五
人
以
上
を
も
っ
て
組
織
す
る
審
査
会
を
置
き
、
そ
の
議
を
経
て
、
当
該
業
務
を
行
う
こ
と
。

イ
　
金
融
若
し
く
は
経
済
又
は
民
間
都
市
開
発
事
業
の
施
行
に
関
し
優
れ
た
知
識
と
経
験
を
有
し
、
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

ロ
　
土
地
の
権
利
関
係
又
は
評
価
に
つ
い
て
特
別
の
知
識
と
経
験
を
有
し
、
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

二
　
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
資
金
の
貸
付
け
　
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
、
か
つ
、
担
保
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
（
前
条
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
支
援
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
民
間
都
市
機
構
の
求
め
に
応
じ
担

保
を
付
す
る
こ
と
が
約
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
社
債
の
取
得
　
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
を
取
得
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
認
定
整
備
事
業
が
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
公
共
施
設
に
準
ず
る
避
難
施
設
、
駐
車
場
そ
の
他
の
都
市
の
居
住
者
等
の
利
便
の
増
進
に
寄
与
す
る
施
設
の
整
備
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
整
備
事
業
区
域
が
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
整
備
さ
れ
る
建
築
物
の
総
合
的
な
性
能
が
高
く
、
か
つ
、
当
該
建
築
物
の
建
築
、
使
用
及
び
解
体
に
係
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
の
抑
制
が
図
ら
れ
る
こ
と
が

確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
一
般
の
金
融
機
関
の
行
う
金
融
等
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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五
　
民
間
都
市
機
構
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け
等
に
係
る
債
務
の
保
証
そ
の
他
の
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
信
用
補
完
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
認
定
整
備
事
業
の
工
事
に
着
手
す
る
ま
で
に
相
当
の
期
間
を
要
す
る
と

見
込
ま
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
。

（
都
市
再
生
整
備
歩
行
者
経
路
協
定
に
関
す
る
準
用
）

第
二
十
八
条
　
第
八
条
の
二
か
ら
第
八
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
七
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
再
生
整
備
歩
行
者
経
路
協
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
条
の
三
第
二
号
中
「
都
市
再
生
歩
行
者
経

路
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
市
再
生
整
備
歩
行
者
経
路
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
都
市
利
便
増
進
協
定
の
軽
微
な
変
更
）

第
二
十
九
条
　
法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
地
域
の
名
称
の
変
更
又
は
地
番
の
変
更
に
伴
う
変
更
そ
の
他
の
都
市
利
便
増
進
協
定
の
内
容
の
実
質
的
な
変
更
を
伴
わ
な
い
変
更
と
す
る
。

（
緑
地
保
全
・
緑
化
推
進
法
人
が
整
備
及
び
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
居
住
者
等
利
用
施
設
）

第
二
十
九
条
の
二
　
法
第
八
十
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
緑
地
保
全
・
緑
化
推
進
法
人
が
整
備
及
び
管
理
を
行
う
施
設
は
、
第
十
二
条
の
十
第
二
号
に
掲
げ
る
緑
地
（
通
路
、
広
場
そ
の
他
の
当
該
緑
地
を
利
用
す
る

都
市
の
居
住
者
そ
の
他
の
者
の
利
便
の
た
め
必
要
な
施
設
を
含
む
。
）
と
す
る
。

（
景
観
整
備
機
構
が
整
備
及
び
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
居
住
者
等
利
用
施
設
）

第
二
十
九
条
の
三
　
法
第
八
十
条
の
三
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
景
観
整
備
機
構
が
整
備
及
び
管
理
を
行
う
施
設
は
、
第
十
二
条
の
十
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

（
低
未
利
用
土
地
利
用
促
進
協
定
の
認
可
の
基
準
）

第
二
十
九
条
の
四
　
法
第
八
十
条
の
三
第
三
項
第
三
号
（
法
第
八
十
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
低
未
利
用
土
地
利
用
促
進
協
定
に
お
い
て
定
め
る
法
第
八
十
条
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
内
容
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
低
未
利
用
土
地
利
用
促
進
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
誘
導
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
施
行
に
関
連
し
て
必
要
と
な
る
事
業
）

第
三
十
条
　
法
第
八
十
一
条
第
二
項
第
四
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
第
二
号
ハ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
事
業
並
び
に
第
九
条
に
規
定
す
る
事
業
と
す
る
。

（
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
所
有
す
る
土
地
で
公
共
施
設
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
等
）

第
三
十
条
の
二
　
法
第
八
十
一
条
第
十
五
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
土
地
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
所
有
す
る
土
地
で
公
共
施
設
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の
、
農
地
、
採
草
放
牧
地
及
び
森
林
と
す
る
。

（
都
市
の
居
住
者
そ
の
他
の
者
の
利
用
に
供
す
る
施
設
）

第
三
十
条
の
三
　
法
第
八
十
一
条
第
十
六
項
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
道
路
、
通
路
、
駐
車
場
、
駐
輪
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

二
　
公
園
、
緑
地
、
広
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

三
　
噴
水
、
水
流
、
池
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

四
　
休
憩
施
設
、
遊
戯
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

五
　
備
蓄
倉
庫
、
耐
震
性
貯
水
槽
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

（
立
地
適
正
化
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
三
十
一
条
　
法
第
八
十
一
条
第
二
十
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
同
条
第
二
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
立
地
適
正
化
計
画
に

記
載
さ
れ
た
居
住
誘
導
区
域
か
ら
法
第
八
十
一
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
区
域
を
除
外
す
る
場
合
に
お
け
る
変
更
に
限
り
、
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
防
災
指
針
に
基
づ
く
取
組
の
推
進
に
関

連
し
て
必
要
な
事
項
並
び
に
法
第
八
十
一
条
第
九
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
及
び
第
十
五
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
変
更
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
す
る
立
地
適
正
化
計
画
の
添
付
書
類
等
）

第
三
十
二
条
　
市
町
村
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
立
地
適
正
化
計
画
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
立
地
適
正
化
計
画
に
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
立
地
適
正
化
計
画
の
区
域
の
う
ち
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
及
び
当
該
区
域
の
面
積
を
記
載
し
た
図
書

二
　
前
号
の
土
地
の
区
域
内
の
土
地
の
現
況
を
明
ら
か
に
し
た
図
面

三
　
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
金
の
額
の
限
度
を
算
定
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料

（
交
付
金
の
額
）

第
三
十
三
条
　
法
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
の
区
域
」
と
あ
る
の
は
、
「
の
区
域
の
う
ち

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
土
地
の
区
域
」
と
す
る
。

（
特
定
住
宅
整
備
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
よ
る
都
市
計
画
の
決
定
等
の
提
案
）

第
三
十
四
条
　
法
第
八
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
画
提
案
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
し

た
提
案
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
都
市
計
画
決
定
権
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
都
市
計
画
の
素
案

二
　
別
記
様
式
第
九
に
よ
る
特
定
住
宅
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
書

三
　
特
定
住
宅
整
備
事
業
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
図
書

イ
　
方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物
並
び
に
事
業
区
域
を
表
示
し
た
付
近
見
取
図

ロ
　
縮
尺
、
方
位
、
事
業
区
域
、
敷
地
の
境
界
線
及
び
敷
地
内
に
お
け
る
住
宅
の
位
置
を
表
示
し
た
事
業
区
域
内
に
建
築
す
る
住
宅
の
配
置
図
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ハ
　
縮
尺
、
方
位
及
び
間
取
り
を
表
示
し
た
建
築
す
る
住
宅
の
各
階
平
面
図

ニ
　
縮
尺
を
表
示
し
た
建
築
す
る
住
宅
の
二
面
以
上
の
立
面
図

四
　
法
第
八
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
二
項
第
二
号
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

五
　
法
第
八
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
環
境
影
響
評
価
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
公
告
を
行
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

（
宅
地
造
成
等
関
係
行
政
事
務
を
処
理
す
る
市
町
村
長
等
の
特
例
）

第
三
十
四
条
の
二
　
法
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
造
成
等
関
係
行
政
事
務
を
処
理
す
る
市
町
村
長
は
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
三
号
）
第
七
条
、
第
三
十
六

条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
七
条
、
第
四
十
条
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
六
条
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
一
条
並
び
に
第
八
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
と
み
な
す
。

２
　
法
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
長
が
宅
地
造
成
等
関
係
行
政
事
務
を
処
理
す
る
市
町
村
は
、
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
二
項
第
十
号
、
第
八
条

第
九
号
及
び
第
十
号
ロ
並
び
に
第
八
十
七
条
第
三
項
第
十
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
都
道
府
県
と
み
な
す
。

（
宅
地
造
成
等
関
係
行
政
事
務
の
処
理
の
開
始
の
公
示
）

第
三
十
四
条
の
三
　
法
第
八
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
宅
地
造
成
等
関
係
行
政
事
務
の
処
理
を
開
始
す
る
旨

二
　
宅
地
造
成
等
関
係
行
政
事
務
の
処
理
を
開
始
す
る
日

（
防
災
住
宅
建
設
区
を
定
め
る
場
合
の
地
方
公
共
団
体
施
行
に
関
す
る
認
可
申
請
手
続
）

第
三
十
四
条
の
四
　
土
地
区
画
整
理
法
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
十
二
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
お
い
て
防
災
住
宅
建
設
区
を
定
め
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
認
可
申
請
書
に
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
三
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
防
災
住
宅
建
設
区
の
位
置
及
び
面
積
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
防
災
住
宅
建
設
区
に
関
す
る
図
書
）

第
三
十
四
条
の
五
　
防
災
住
宅
建
設
区
は
、
設
計
説
明
書
及
び
設
計
図
を
作
成
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
設
計
説
明
書
に
は
防
災
住
宅
建
設
区
の
面
積
を
記
載
し
、
前
項
の
設
計
図
は
縮
尺
千
二
百
分
の
一
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
設
計
図
及
び
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
の
設
計
図
は
、
併
せ
て
一
葉
の
図
面
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
防
災
住
宅
建
設
区
へ
の
換
地
の
申
出
）

第
三
十
四
条
の
六
　
法
第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
の
申
出
は
、
別
記
様
式
第
九
の
二
の
申
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
法
第
八
十
七
条
の
四
第
二
項
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
防
災
住
宅
建
設
区
内
に
換
地
を
定
め
ら
れ
る
べ
き
宅
地
の
指
定
に
つ
き
支
障
と
な
ら
な
い
工
作
物
）

第
三
十
四
条
の
七
　
法
第
八
十
七
条
の
四
第
四
項
第
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
工
作
物
は
、
仮
設
の
工
作
物
と
す
る
。

（
建
築
等
の
届
出
）

第
三
十
五
条
　
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
開
発
行
為
を
行
う
場
合
　
別
記
様
式
第
十

二
　
住
宅
等
を
新
築
し
、
又
は
建
築
物
を
改
築
し
、
若
し
く
は
そ
の
用
途
を
変
更
し
て
住
宅
等
と
す
る
行
為
を
行
う
場
合
　
別
記
様
式
第
十
一

２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
開
発
行
為
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面

イ
　
当
該
行
為
を
行
う
土
地
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
内
及
び
当
該
区
域
の
周
辺
の
公
共
施
設
を
表
示
す
る
図
面
で
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
も
の

ロ
　
設
計
図
で
縮
尺
百
分
の
一
以
上
の
も
の

二
　
住
宅
等
を
新
築
し
、
又
は
建
築
物
を
改
築
し
、
若
し
く
は
そ
の
用
途
を
変
更
し
て
住
宅
等
と
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面

イ
　
敷
地
内
に
お
け
る
住
宅
等
の
位
置
を
表
示
す
る
図
面
で
縮
尺
百
分
の
一
以
上
の
も
の

ロ
　
住
宅
等
の
二
面
以
上
の
立
面
図
及
び
各
階
平
面
図
で
縮
尺
五
十
分
の
一
以
上
の
も
の

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
図
書

第
三
十
六
条
　
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
行
為
の
完
了
予
定
日
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
三
十
七
条
　
法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
設
計
又
は
施
行
方
法
の
う
ち
、
そ
の
変
更
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
行
為
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
以
外
の

も
の
と
す
る
。

第
三
十
八
条
　
法
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
十
二
に
よ
る
変
更
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
都
市
計
画
法
施
行
規
則
の
特
例
）

第
三
十
九
条
　
居
住
調
整
地
域
に
係
る
特
定
開
発
行
為
に
つ
い
て
都
市
計
画
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
五
条
第

三
号
及
び
第
十
七
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
十
五
条
第
三
号
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
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法
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
」
と
、
「
区
域
区
分
」
と
あ
る
の
は
「
居
住
調
整
地
域
」
と
、
「
居
住
若
し
く
は
業
務
」
と
あ
る
の
は
「
居

住
」
と
、
「
建
築
物
を
建
築
し
、
又
は
自
己
の
業
務
の
用
に
供
す
る
第
一
種
特
定
工
作
物
を
建
設
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
第
九
十
条
に
規
定
す
る
住
宅
等
を
建
築
す
る
」
と
す
る
。

２
　
居
住
調
整
地
域
に
係
る
特
定
開
発
行
為
に
つ
い
て
都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
開
発
行
為
許
可
申
請
書
の
様
式
は
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
記
様
式
第
十
三
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
法
第
三
十
四
条
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
都
市
計
画
法
施
行
規
則
第
二
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
次
に
掲
げ
る
も
の
（
自
己
の
居
住
の
用
に

供
す
る
建
築
物
を
建
築
す
る
目
的
で
権
利
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
区
域
区
分
」
と
あ
る
の
は
「
居
住
調

整
地
域
」
と
す
る
。

４
　
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
法
第
四
十
三
条
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
許
可
の
申
請
は
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

別
記
様
式
第
十
四
に
よ
る
特
定
建
築
等
行
為
許
可
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
三
十
九
条
第
四
項
前
段
」
と
、
「
令
」

と
あ
る
の
は
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
）
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
令
」
と
、
「
区
域
区
分
」
と
あ
る
の
は
「
居
住
調
整
地
域
」
と
、
「
居
住
若
し
く
は
業
務
」
と
あ

る
の
は
「
居
住
」
と
、
「
建
築
物
を
建
築
し
、
又
は
自
己
の
業
務
の
用
に
供
す
る
第
一
種
特
定
工
作
物
を
建
設
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
等
（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
建
築
す
る
」
と
、
同
項
の
表
敷
地
現
況
図
の
項
中
「
建
築
物
の
新
築
若
し
く
は
改
築
又
は
第
一
種
特
定
工
作
物
の
新

設
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
等
を
新
築
し
、
又
は
建
築
物
を
改
築
し
て
住
宅
等
と
す
る
行
為
」
と
、
「
建
築
物
の
位
置
又
は
第
一
種
特
定
工
作
物
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
等
」
と
、
「
用
途
の
変
更
」
と
あ
る
の
は
「
用
途
を
変
更
し
て
住

宅
等
と
す
る
行
為
」
と
、
「
建
築
物
の
位
置
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
住
宅
等
の
位
置
並
び
に
」
と
す
る
。

（
国
土
交
通
省
関
係
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
特
例
）

第
四
十
条
　
法
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
十
三
条
第
十
一
項
の
規
定
を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
国
土
交
通
省
関
係
大
規
模
災
害
か

ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
都
市
計
画
法
施
行
令
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四

年
政
令
第
百
九
十
号
）
第
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
都
市
計
画
法
施
行
令
」
と
す
る
。

（
開
発
許
可
関
係
事
務
の
処
理
の
開
始
の
公
示
）

第
四
十
一
条
　
法
第
九
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
開
発
許
可
関
係
事
務
の
処
理
を
開
始
す
る
旨

二
　
開
発
許
可
関
係
事
務
の
処
理
を
開
始
す
る
日

（
開
発
許
可
関
係
事
務
を
処
理
す
る
市
町
村
長
の
特
例
）

第
四
十
二
条
　
法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
開
発
許
可
関
係
事
務
を
処
理
す
る
市
町
村
長
は
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

第
六
十
条
第
一
項
（
都
市
計
画
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を
求
め
る
場
合
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
都
道
府
県
知
事
と
み
な
す
。

（
民
間
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
計
画
の
認
定
等
の
申
請
）

第
四
十
三
条
　
法
第
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
五
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
（
こ
れ
ら
の
図
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
に
代
わ
る
べ
き
図
書
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
た
図
書
）
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
、
計
画
作
成
市
町
村
を
経
由
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物
並
び
に
誘
導
事
業
区
域
を
表
示
し
た
付
近
見
取
図

二
　
縮
尺
、
方
位
、
誘
導
事
業
区
域
、
敷
地
の
境
界
線
、
敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
の
位
置
並
び
に
誘
導
事
業
区
域
内
に
整
備
す
る
公
共
施
設
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
避
難
施
設
、
駐
車
場
そ
の
他
の
建
築
物
の
利
用
者
及
び
都
市
の

居
住
者
等
の
利
便
の
増
進
に
寄
与
す
る
施
設
並
び
に
令
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
公
益
的
施
設
の
配
置
を
表
示
し
た
誘
導
事
業
区
域
内
に
建
築
す
る
建
築
物
の
配
置
図

三
　
縮
尺
、
方
位
、
間
取
り
及
び
設
備
の
概
要
を
表
示
し
た
建
築
す
る
建
築
物
の
各
階
平
面
図

四
　
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
の
工
程
表

五
　
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
に
つ
い
て
の
誘
導
事
業
区
域
内
の
土
地
及
び
付
近
地
の
住
民
に
対
す
る
説
明
会
の
開
催
の
状
況
及
び
当
該
住
民
か
ら
提
出
さ
れ
た
当
該
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
意
見
の
概
要

六
　
縮
尺
、
方
位
、
誘
導
事
業
区
域
、
申
請
者
が
従
前
か
ら
所
有
権
等
を
有
す
る
土
地
及
び
申
請
者
が
所
有
権
の
取
得
等
を
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
境
界
線
並
び
に
誘
導
事
業
区
域
内
の
建
築
物
の
位
置
を
表
示
し
た
誘
導
事
業
区
域

内
に
あ
る
土
地
及
び
建
築
物
の
配
置
図

七
　
申
請
者
が
誘
導
事
業
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
所
有
権
等
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
申
請
者
が
誘
導
事
業
区
域
内
に
お
い
て
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

八
　
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書
、
定
款
並
び
に
直
前
三
年
の
各
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
収
支
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

九
　
申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
、
資
産
及
び
負
債
に
関
す
る
調
書
並
び
に
所
得
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

十
　
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
建
築
物
に
係
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

十
一
　
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
の
施
行
に
必
要
な
資
金
の
調
達
の
相
手
方
並
び
に
当
該
相
手
方
ご
と
の
お
お
む
ね
の
調
達
額
及
び
そ
の
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類

十
二
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
九
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
図
書

２
　
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
五
に
よ
る
申
請
書
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
変
更
に
係
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
図
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
に
代
わ
る
べ
き
図
書
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
た
図
書
）
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
、
計
画
作
成
市
町
村
を
経
由
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
十
二
号
中
「
法
第
九
十
六
条
第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
九
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
六
条
第
一
項
各
号
」
と
す
る
。

（
民
間
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
計
画
の
記
載
事
項
）

第
四
十
四
条
　
法
第
九
十
五
条
第
三
項
第
八
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
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一
　
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
の
名
称
及
び
目
的

二
　
当
該
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
が
住
宅
及
び
都
市
機
能
増
進
施
設
の
立
地
の
適
正
化
を
図
る
上
で
効
果
的
で
あ
り
、
か
つ
、
立
地
適
正
化
計
画
に
記
載
さ
れ
た
都
市
機
能
誘
導
区
域
を
含
む
都
市
の
再
生
に
著
し
く
貢
献
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

三
　
当
該
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
が
立
地
適
正
化
計
画
に
記
載
さ
れ
た
法
第
八
十
一
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

四
　
誘
導
事
業
区
域
が
都
市
再
生
緊
急
整
備
地
域
内
に
あ
る
と
き
は
、
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
並
び
に
公
共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
計
画
が
地
域
整
備
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
参
考
と
な
る
べ

き
事
項

（
民
間
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
計
画
の
公
表
）

第
四
十
五
条
　
法
第
九
十
七
条
（
法
第
九
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
の
名
称
及
び
目
的

二
　
認
定
誘
導
事
業
計
画
に
係
る
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
並
び
に
公
共
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
概
要

（
民
間
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
計
画
の
軽
微
な
変
更
）

第
四
十
六
条
　
法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
地
域
の
名
称
の
変
更
又
は
地
番
の
変
更
に
伴
う
変
更

二
　
工
事
着
手
の
時
期
及
び
事
業
施
行
期
間
の
六
月
以
内
の
変
更

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
の
施
行
に
支
障
が
な
い
と
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
変
更

（
認
定
誘
導
事
業
の
施
行
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
の
支
援
の
方
法
）

第
四
十
六
条
の
二
　
法
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
ホ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
認
定
誘
導
事
業
者
（
専
ら
認
定
誘
導
事
業
の
施
行
を
目
的
と
す
る
株
式
会
社
等
に
限
る
。
）
が
発
行
す
る
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
の
取
得
を
行
う
組
合
等
に
対
す
る
出
資

二
　
株
式
会
社
等
（
専
ら
、
認
定
誘
導
事
業
者
か
ら
認
定
誘
導
建
築
物
等
又
は
認
定
誘
導
建
築
物
等
に
係
る
信
託
の
受
益
権
を
取
得
し
、
当
該
認
定
誘
導
建
築
物
等
又
は
当
該
認
定
誘
導
建
築
物
等
に
係
る
信
託
の
受
益
権
の
管
理
及

び
処
分
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
が
発
行
す
る
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
の
取
得
を
行
う
組
合
等
に
対
す
る
出
資

三
　
認
定
誘
導
事
業
者
（
認
定
誘
導
事
業
に
係
る
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
認
定
誘
導
事
業
に
係
る
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る
も
の
に
限
る
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
出
資

四
　
認
定
誘
導
事
業
者
か
ら
認
定
誘
導
建
築
物
等
又
は
認
定
誘
導
建
築
物
等
に
係
る
信
託
の
受
益
権
を
取
得
し
、
当
該
認
定
誘
導
建
築
物
等
又
は
当
該
認
定
誘
導
建
築
物
等
に
係
る
信
託
の
受
益
権
の
管
理
及
び
処
分
を
行
う
株
式
会

社
等
（
認
定
誘
導
事
業
に
係
る
財
産
を
自
己
の
固
有
財
産
及
び
他
の
認
定
誘
導
事
業
に
係
る
財
産
と
分
別
し
て
管
理
す
る
も
の
に
限
る
。
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
出
資

五
　
認
定
誘
導
事
業
者
が
発
行
す
る
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
の
取
得
を
行
う
組
合
等
に
対
す
る
出
資

六
　
認
定
誘
導
事
業
者
か
ら
認
定
誘
導
建
築
物
等
又
は
認
定
誘
導
建
築
物
等
に
係
る
信
託
の
受
益
権
を
取
得
し
、
当
該
認
定
誘
導
建
築
物
等
又
は
当
該
認
定
誘
導
建
築
物
等
に
係
る
信
託
の
受
益
権
の
管
理
及
び
処
分
を
行
う
株
式
会

社
等
が
発
行
す
る
元
利
金
の
支
払
に
つ
い
て
劣
後
的
内
容
を
有
す
る
特
約
が
付
さ
れ
た
社
債
の
取
得
を
行
う
組
合
等
に
対
す
る
出
資

（
民
間
都
市
機
構
の
行
う
誘
導
施
設
等
整
備
事
業
支
援
業
務
の
基
準
）

第
四
十
七
条
　
法
第
百
三
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
の
う
ち
、
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
支
援
す
る
業
務
に
係
る
も
の
は
、
一
般
の
金
融
機
関
の
行
う
金
融
等
を
補
完
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
誘
導
施
設
整
備
区
を
定
め
る
場
合
の
地
方
公
共
団
体
施
行
に
関
す
る
認
可
申
請
手
続
）

第
四
十
七
条
の
二
　
土
地
区
画
整
理
法
第
五
十
二
条
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
十
二
項
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
第
百
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
お
い
て
誘
導
施
設
整
備
区
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

認
可
申
請
書
に
、
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
三
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
誘
導
施
設
整
備
区
の
位
置
及
び
面
積
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
誘
導
施
設
整
備
区
に
関
す
る
図
書
）

第
四
十
七
条
の
三
　
誘
導
施
設
整
備
区
は
、
設
計
説
明
書
及
び
設
計
図
を
作
成
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
設
計
説
明
書
に
は
誘
導
施
設
整
備
区
の
面
積
を
記
載
し
、
同
項
の
設
計
図
は
縮
尺
千
二
百
分
の
一
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
設
計
図
及
び
土
地
区
画
整
理
法
施
行
規
則
第
六
条
第
一
項
の
設
計
図
は
、
併
せ
て
一
葉
の
図
面
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
誘
導
施
設
整
備
区
へ
の
換
地
の
申
出
）

第
四
十
七
条
の
四
　
法
第
百
五
条
の
三
第
一
項
の
申
出
は
、
別
記
様
式
第
十
五
の
二
の
申
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
申
出
書
に
は
、
法
第
百
五
条
の
三
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
八
条
　
削
除

第
四
十
九
条
　
削
除

第
五
十
条
　
削
除

第
五
十
一
条
　
削
除

（
建
築
等
の
届
出
）

第
五
十
二
条
　
法
第
百
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
開
発
行
為
を
行
う
場
合
　
別
記
様
式
第
十
八

二
　
誘
導
施
設
を
有
す
る
建
築
物
を
新
築
し
、
又
は
建
築
物
を
改
築
し
、
若
し
く
は
そ
の
用
途
を
変
更
し
て
誘
導
施
設
を
有
す
る
建
築
物
と
す
る
行
為
を
行
う
場
合
　
別
記
様
式
第
十
九
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２
　
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
開
発
行
為
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面

イ
　
当
該
行
為
を
行
う
土
地
の
区
域
並
び
に
当
該
区
域
内
及
び
当
該
区
域
の
周
辺
の
公
共
施
設
を
表
示
す
る
図
面
で
縮
尺
千
分
の
一
以
上
の
も
の

ロ
　
設
計
図
で
縮
尺
百
分
の
一
以
上
の
も
の

二
　
誘
導
施
設
を
有
す
る
建
築
物
を
新
築
し
、
又
は
建
築
物
を
改
築
し
、
若
し
く
は
そ
の
用
途
を
変
更
し
て
誘
導
施
設
を
有
す
る
建
築
物
と
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
図
面

イ
　
敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
の
位
置
を
表
示
す
る
図
面
で
縮
尺
百
分
の
一
以
上
の
も
の

ロ
　
建
築
物
の
二
面
以
上
の
立
面
図
及
び
各
階
平
面
図
で
縮
尺
五
十
分
の
一
以
上
の
も
の

三
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
図
書

第
五
十
三
条
　
法
第
百
八
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
行
為
の
完
了
予
定
日
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
五
十
四
条
　
法
第
百
八
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
設
計
又
は
施
行
方
法
の
う
ち
、
そ
の
変
更
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
行
為
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
以
外
の
も

の
と
す
る
。

第
五
十
五
条
　
法
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
二
十
に
よ
る
変
更
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
第
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
休
廃
止
の
届
出
）

第
五
十
五
条
の
二
　
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
二
十
一
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
都
市
計
画
施
設
の
改
修
に
関
す
る
事
業
に
係
る
認
可
に
関
す
る
協
議
及
び
同
意
）

第
五
十
五
条
の
二
の
二
　
法
第
百
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
を
し
、
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
市
町
村
は
、
協
議
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
ら
を
都
道
府
県
知
事
（
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、

都
道
府
県
知
事
及
び
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
）
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
第
八
十
一
条
第
九
項
に
規
定
す
る
事
業
が
新
た
に
土
地
を
収
用
し
、
又
は
使
用
す
る
必
要
が
な
い
場
合
に
は
、
都
市
計
画
法
第
六

十
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
そ
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
立
地
適
正
化
計
画
に
記
載
し
よ
う
と
す
る
法
第
百
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

二
　
都
市
計
画
法
第
六
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
計
画
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
も
の
）
を
記
載
し
た
書
類

三
　
都
市
計
画
法
第
六
十
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

（
立
地
誘
導
促
進
施
設
協
定
の
認
可
の
基
準
）

第
五
十
五
条
の
三
　
法
第
百
九
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
（
法
第
百
九
条
の
四
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
協
定
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
立
地
誘
導
促
進
施
設
の
一
体
的
な
整
備
又
は
管
理
に
関
す
る
事
項
は
、
居
住
誘
導
区
域
又
は
都
市
機
能
誘
導
区
域
に
お
け
る
居
住
者
、
来
訪
者
又
は
滞
在
者
の
利
便
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
居
住
誘
導
区
域
に
あ
っ
て

は
住
宅
の
、
都
市
機
能
誘
導
区
域
に
あ
っ
て
は
誘
導
施
設
の
立
地
の
誘
導
の
促
進
に
資
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
立
地
誘
導
促
進
施
設
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

四
　
協
定
区
域
隣
接
地
の
区
域
は
、
そ
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
　
協
定
区
域
隣
接
地
は
、
協
定
区
域
と
の
一
体
性
を
有
す
る
土
地
の
区
域
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
地
誘
導
促
進
施
設
協
定
に
関
す
る
準
用
）

第
五
十
五
条
の
四
　
第
八
条
の
二
及
び
第
八
条
の
四
の
規
定
は
、
法
第
百
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
立
地
誘
導
促
進
施
設
協
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
権
利
設
定
等
に
係
る
法
律
関
係
に
関
す
る
事
項
）

第
五
十
五
条
の
四
の
二
　
法
第
百
九
条
の
七
第
二
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
者
が
設
定
又
は
移
転
を
受
け
る
土
地
又
は
建
物
に
係
る
賃
借
権
の
条
件
そ
の
他
土
地
又
は
建
物
の
権
利
設

定
等
に
係
る
法
律
関
係
に
関
す
る
事
項
（
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
居
住
誘
導
区
域
等
権
利
設
定
等
促
進
計
画
に
つ
い
て
の
要
請
）

第
五
十
五
条
の
四
の
三
　
法
第
百
九
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
居
住
誘
導
区
域
等
権
利
設
定
等
促
進
計
画
要
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
当
該
居
住
誘
導
区
域
等
権
利
設
定
等
促
進

計
画
を
作
成
す
べ
き
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
要
請
に
係
る
土
地
又
は
建
物
の
位
置
及
び
区
域
を
表
示
し
た
図
面

二
　
法
第
百
九
条
の
八
の
協
定
の
写
し

三
　
法
第
百
九
条
の
七
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
者
の
全
て
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（
居
住
誘
導
区
域
等
権
利
設
定
等
促
進
計
画
の
決
定
の
公
告
）

第
五
十
五
条
の
四
の
四
　
法
第
百
九
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
居
住
誘
導
区
域
等
権
利
設
定
等
促
進
計
画
を
作
成
し
た
旨
及
び
当
該
居
住
誘
導
区
域
等
権
利
設
定
等
促
進
計
画
を
市
町
村
の
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
そ
の
他
所
定

の
手
段
に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。
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（
権
利
設
定
等
に
係
る
法
律
関
係
に
関
す
る
事
項
）

第
五
十
五
条
の
五
　
法
第
百
九
条
の
十
五
第
二
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
者
が
設
定
又
は
移
転
を
受
け
る
土
地
又
は
建
物
に
係
る
賃
借
権
の
条
件
そ
の
他
土
地
又
は
建
物
の
権
利
設
定

等
に
係
る
法
律
関
係
に
関
す
る
事
項
（
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
低
未
利
用
土
地
権
利
設
定
等
促
進
計
画
に
つ
い
て
の
要
請
）

第
五
十
五
条
の
六
　
法
第
百
九
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
低
未
利
用
土
地
権
利
設
定
等
促
進
計
画
要
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
当
該
低
未
利
用
土
地
権
利
設
定
等
促
進
計
画
を

作
成
す
べ
き
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
要
請
に
係
る
土
地
又
は
建
物
の
位
置
及
び
区
域
を
表
示
し
た
図
面

二
　
法
第
百
九
条
の
十
六
の
協
定
の
写
し

三
　
法
第
百
九
条
の
十
五
第
三
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
者
の
全
て
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

（
低
未
利
用
土
地
権
利
設
定
等
促
進
計
画
の
決
定
の
公
告
）

第
五
十
五
条
の
七
　
法
第
百
九
条
の
十
七
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
低
未
利
用
土
地
権
利
設
定
等
促
進
計
画
を
作
成
し
た
旨
及
び
当
該
低
未
利
用
土
地
権
利
設
定
等
促
進
計
画
を
市
町
村
の
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
そ
の
他
所
定
の
手
段

に
よ
り
す
る
も
の
と
す
る
。

（
跡
地
等
管
理
等
協
定
の
基
準
）

第
五
十
六
条
　
法
第
百
十
一
条
第
三
項
第
三
号
（
法
第
百
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
協
定
跡
地
等
は
、
跡
地
の
境
界
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
協
定
跡
地
等
に
係
る
跡
地
等
の
管
理
等
の
方
法
に
関
す
る
事
項
は
、
清
掃
、
除
草
、
病
害
虫
の
防
除
、
枝
打
ち
、
整
枝
、
危
険
な
樹
木
の
伐
採
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
項
で
、
協
定
跡
地
等
に
係
る
跡
地
等
の
適
正
な
管
理

等
に
関
連
し
て
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
協
定
跡
地
等
に
係
る
跡
地
等
の
管
理
等
に
必
要
な
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
は
、
物
置
、
防
火
施
設
、
塀
、
柵
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
で
、
協
定
跡
地
等
に
係
る
跡
地
等
の
適
正
な
管
理
等
に

資
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
　
跡
地
等
管
理
等
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重
い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
市
町
村
都
市
再
生
協
議
会
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
都
市
再
生
推
進
法
人
等
に
準
ず
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
）

第
五
十
七
条
　
法
第
百
十
七
条
第
一
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
は
、
第
十
一
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

（
都
市
再
生
推
進
法
人
の
業
務
と
し
て
整
備
す
る
施
設
）

第
五
十
八
条
　
法
第
百
十
九
条
第
三
号
ロ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
駐
車
場
と
す
る
。

（
民
間
都
市
機
構
の
行
う
都
市
再
生
推
進
法
人
支
援
業
務
の
基
準
）

第
五
十
九
条
　
法
第
百
二
十
二
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
一
般
の
金
融
機
関
の
行
う
金
融
等
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
六
十
条
　
法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。

一
　
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
し
、
同
意
す
る
こ
と
。

二
　
法
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
す
る
こ
と
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
二
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
七
日
国
土
交
通
省
令
第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
四
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
五
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
一
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
申
請
書
は
、
同
条
に
よ
る
改
正
後
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
一
に
よ
り
提

出
さ
れ
た
申
請
書
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
省
令
の
規
定
に
よ
る
処
分
、
手
続
、
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
省
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
令
の
相

当
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
八
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
二
五
日
国
土
交
通
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
八
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
及
び
都
市
開
発
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
第
二
号
の
改
正
規
定
、
第
十

六
条
の
改
正
規
定
及
び
第
二
十
七
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
二
十
七
条
の
三
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
同
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
二
二
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
規
則
第
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
社
債
の
取
得
及
び
同
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
一
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
八
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
七
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
五
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
〇
月
九
日
国
土
交
通
省
令
第
八
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
六
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
七
月
二
五
日
国
土
交
通
省
令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
建
築
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
四
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
七
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
八
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
六
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
一
〇
月
一
九
日
国
土
交
通
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
七
月
一
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
七
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
九
月
四
日
国
土
交
通
省
令
第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
九
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
一
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
九
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
三
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
五
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
〇
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
二
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
七
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
一
二
月
二
三
日
国
土
交
通
省
令
第
九
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
資
す
る
た
め
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
）
か

ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
二
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
四
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
五
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
国
土
交
通
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
八
日
国
土
交
通
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
一
（
第
一
条
の
十
九
第
一
項
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

様式第一(第一条の十九第一項関係)(日本産業規格A4) 

認定申請書 

(第一面) 

 都市再生特別措置法第19条の19第1項の規定による認定を申請します。この申請書及び添

付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

 特定行政庁          殿 

年  月  日  

申請者氏名                
                                         

【1．申請者】 

 【イ．氏名のフリガナ】 

 【ロ．氏名】 

 【ハ．郵便番号】 

 【ニ．住所】 

 【ホ．電話番号】 
                                         

【2．設計者】 

 【イ．資格】      (    )建築士   (      )登録第      号 

 【ロ．氏名】 

 【ハ．建築士事務所名】 (    )建築士事務所(    )知事登録第      号 

 【ニ．郵便番号】 

 【ホ．所在地】 

 【ヘ．電話番号】 
                                         

※手数料欄 

※受付欄 ※決裁欄 ※認定番号欄 

年  月  日 

 

年  月  日 

第         号 第         号 

係員氏名 係員氏名 

(第二面) 

 建築物及びその敷地に関する事項 
                                         

【1．地名地番】 
                                         

【2．住居表示】 
                                         

【3．防火地域】  □防火地域  □準防火地域  □指定なし 
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【4．その他の区域、地域、地区又は街区】 
                                         

【5．道路】 

 【イ．幅員】 

 【ロ．敷地と接している部分の長さ】 
                                         

【6．敷地面積】 

 【イ．敷地面積】 (1)(      )(      )(      )(      ) 

          (2)(      )(      )(      )(      ) 

 【ロ．用途地域等】  (      )(      )(      )(      ) 

 【ハ．建築基準法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率】 

            (      )(      )(      )(      ) 

 【ニ．建築基準法第53条第1項の規定による建築物の建蔽率】 

            (      )(      )(      )(      ) 

 【ホ．敷地面積の合計】 (1) 

             (2) 

 【ヘ．敷地に建築可能な延べ面積を敷地面積で除した数値】 

 【ト．敷地に建築可能な建築面積を敷地面積で除した数値】 

 【チ．備考】 
                                         

【7．主要用途】 (区分      ) 
                                         

【8．工事種別】 

 □新築 □増築 □改築 □移転 □用途変更 □大規模の修繕 □大規模の模様替 
                                         

【9．建築面積】       (申請部分    )(申請以外の部分 )(合計      ) 

 【イ．建築物全体】    (        )(        )(        ) 

 【ロ．建蔽率の算定の基礎となる建築面積】 

              (        )(        )(        ) 

 【ハ．建蔽率】 
                                         

【10．延べ面積】      (申請部分    )(申請以外の部分 )(合計      ) 

 【イ．建築物全体】    (        )(        )(        ) 

 【ロ．地階の住宅又は老人ホーム等の部分】 

              (        )(        )(        ) 

 【ハ．エレベーターの昇降路の部分】 

              (        )(        )(        ) 

 【ニ．共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下等の部分】 

              (        )(        )(        ) 

 【ホ．認定機械室等の部分】(        )(        )(        ) 

 【へ．自動車車庫等の部分】(        )(        )(        ) 

 【ト．備蓄倉庫の部分】  (        )(        )(        ) 

 【チ．蓄電池の設置部分】 (        )(        )(        ) 
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 【リ．自家発電設備の設置部分】 

              (        )(        )(        ) 

 【ヌ．貯水槽の設置部分】 (        )(        )(        ) 

 【ル．宅配ボックスの設置部分】 

              (        )(        )(        ) 

 【ヲ．その他の不算入部分】(        )(        )(        ) 

 【ワ．住宅の部分】    (        )(        )(        ) 

 【カ．老人ホーム等の部分】(        )(        )(        ) 

 【ヨ．延べ面積】 

 【タ．容積率】 
                                         

【11．建築物の数】 

 【イ．申請に係る建築物の数】 

 【ロ．同一敷地内の他の建築物の数】 
                                         

【12．工事着手予定年月日】      年  月  日 
                                         

【13．工事完了予定年月日】      年  月  日 
                                         

【14．その他必要な事項】 
                                         

【15．備考】 
                                         

(第三面) 

 建築物別概要 
                                         

【1．番号】 
                                         

【2．工事種別等】 □新築 □増築 □改築 □移転 □用途変更 

          □大規模の修繕 □大規模の模様替 □既設 
                                         

【3．構造】         造   一部       造 
                                         

【4．高さ】 

 【イ．最高の高さ】 

 【ロ．最高の軒の高さ】 
                                         

【5．用途別床面積】 

 (用途の区分) (具体的な用途の名称) (申請部分) (申請以外の部分) (合計 ) 

 【イ．】 (     ) (       ) (    ) (       ) (   ) 

 【ロ．】 (     ) (       ) (    ) (       ) (   ) 

 【ハ．】 (     ) (       ) (    ) (       ) (   ) 

 【ニ．】 (     ) (       ) (    ) (       ) (   ) 

 【ホ．】 (     ) (       ) (    ) (       ) (   ) 
                                         

【6．その他必要な事項】 
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【7．備考】 

 
                                         

(注意) 

1．各面共通関係 

  数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。 

2．第一面関係 

 ①申請者が2以上のときは、1欄は代表となる申請者について記入し、別紙に他の申請者

についてそれぞれ必要な事項を記入して添えてください。 

 ②2欄は、設計者が建築士事務所に属しているときは、その名称を書き、建築士事務所に

属していないときは、所在地は設計者の住所を書いてください。 

 ③設計者が2以上のときは、2欄は代表となる設計者について記入し、別紙に他の設計者

について棟別にそれぞれ必要な事項を記入して添えてください。 

 ④※印のある欄は記入しないでください。 

3．第二面関係 

 ①住居表示が定まっているときは、2欄に記入してください。 

 ②3欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。なお、建築物の

敷地が防火地域、準防火地域又は指定のない区域のうち2以上の地域又は区域にわたる

ときは、それぞれの地域又は区域について記入してください。 

 ③4欄は、建築物の敷地が存する3欄に掲げる地域以外の区域、地域、地区又は街区を記

入してください。なお、建築物の敷地が2以上の区域、地域、地区又は街区にわたる場

合は、それぞれの区域、地域、地区又は街区を記入してください。 

 ④5欄は、建築物の敷地が2メートル以上接している道路のうち最も幅員の大きなものに

ついて記入してください。 

 ⑤6欄の「イ」(1)は、建築物の敷地が、2以上の用途地域、高層住居誘導地区、居住環境

向上用途誘導地区若しくは特定用途誘導地区、建築基準法第52条第1項第1号から第8号

までに規定する容積率の異なる地域、地区若しくは区域又は同法第53条第1項第1号か

ら第6号までに規定する建蔽率若しくは高層住居誘導地区に関する都市計画において

定められた建築物の建蔽率の最高限度の異なる地域、地区若しくは区域(以下「用途地

域が異なる地域等」という。)にわたる場合においては、用途地域が異なる地域等ごと

に、それぞれの用途地域が異なる地域等に対応する敷地の面積を記入してください。

「イ」(2)は、同法第52条第12項の規定を適用する場合において、同条第13項の規定に

基づき、「イ」(1)で記入した敷地面積に対応する敷地の部分について、建築物の敷地

のうち前面道路と壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線との間の部

分を除いた敷地の面積を記入してください。 

 ⑥6欄の「ロ」、「ハ」及び「ニ」は、「イ」に記入した敷地面積に対応する敷地の部分

について、それぞれ記入してください。 

 ⑦6欄の「ホ」(1)は、「イ」(1)の合計とし、「ホ」(2)は、「イ」(2)の合計とします。 

 ⑧建築物の敷地が、建築基準法第52条第7項若しくは第9項に該当する場合又は同条第8項

若しくは第12項の規定が適用される場合においては、6欄の「ヘ」に、同条第7項若し
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くは第9項の規定に基づき定められる当該建築物の容積率又は同条第8項若しくは第12

項の規定が適用される場合における当該建築物の容積率を記入してください。 

 ⑨建築物の敷地について、建築基準法第57条の2第4項の規定により現に特例容積率の限

度が公告されているときは、6欄の「チ」にその旨及び当該特例容積率の限度を記入し

てください。 

 ⑩建築物の敷地が建築基準法第53条第2項若しくは同法第57条の5第2項に該当する場合又

は建築物が同法第53条第3項、第5項若しくは第6項に該当する場合においては、6欄の

「ト」に、同条第2項、第3項、第5項又は第6項の規定に基づき定められる当該建築物

の建蔽率を記入してください。 

 ⑪7欄は、建築基準法施行規則別紙の表の用途の区分に従い対応する記号を記入した上

で、主要用途をできるだけ具体的に書いてください。 

 ⑫8欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 

 ⑬9欄の「ロ」は、建築物に建築基準法施行令第2条第1項第2号に規定する特例軒等を設

ける場合において、当該特例軒等のうち当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心

線から突き出た距離が水平距離1メートル以上5メートル未満のものにあっては当該中

心線で囲まれた部分の水平投影面積を、当該中心線から突き出た距離が水平距離5メー

トル以上のものにあっては当該特例軒等の端から同号に規定する国土交通大臣が定め

る距離後退した線で囲まれた部分の水平投影面積を記入してください。その他の建築

物である場合においては、9欄の「イ」と同じ面積を記入してください。 

 ⑭10欄の「ロ」に建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるもの

の住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分、

「ハ」にエレベーターの昇降路の部分、「ニ」に共同住宅又は老人ホーム、福祉ホー

ムその他これらに類するものの共用の廊下又は階段の用に供する部分、「ホ」に住宅

又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものに設ける機械室その他これに

類する建築物の部分(建築基準法施行規則第10条の4の4に規定する建築設備を設置す

るためのものであって、同規則第10条の4の5各号に掲げる基準に適合するものに限

る。)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの、

「ヘ」に自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導

車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分、「ト」に専ら防災のために

設ける備蓄倉庫の用途に供する部分、「チ」に蓄電池(床に据え付けるものに限る。)

を設ける部分、「リ」に自家発電設備を設ける部分、「ヌ」に貯水槽を設ける部分、

「ル」に宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取るこ

とができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分、「ワ」

に住宅の用途に供する部分、「カ」に老人ホーム、福祉ホームその他これらに類する

ものの用途に供する部分のそれぞれの床面積を記入してください。また、建築基準法

令以外の法令の規定により、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分を

有する場合においては、「ヲ」に当該部分の床面積を記入してください。 

 ⑮住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものについては、10欄の「ロ」

の床面積は、その地階の住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

の用途に供する部分の床面積から、その地階のエレベーターの昇降路の部分又は共同
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住宅若しくは老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの共用の廊下若しく

は階段の用に供する部分の床面積を除いた面積とします。 

 ⑯10欄の「ヨ」の延べ面積及び「タ」の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、各階の

床面積の合計から「ロ」に記入した床面積(この面積が敷地内の建築物の住宅及び老人

ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分(エレベーターの昇

降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。)の床面積の合計の3分の1を超え

る場合においては、敷地内の建築物の住宅及び老人ホーム、福祉ホームその他これら

に類するものの用途に供する部分(エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しく

は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの共用の廊下若しくは階段の用

に供する部分を除く。)の床面積の合計の3分の1の面積)、「ハ」から「ホ」までに記

入した床面積、「ヘ」から「ル」までに記入した床面積(これらの面積が、次の(1)か

ら(6)までに掲げる建築物の部分の区分に応じ、敷地内の建築物の各階の床面積の合計

にそれぞれ(1)から(6)までに定める割合を乗じて得た面積を超える場合においては、

敷地内の建築物の各階の床面積の合計にそれぞれ(1)から(6)までに定める割合を乗じ

て得た面積)及び「ヲ」に記入した床面積を除いた面積とします。また、建築基準法第

52条第12項の規定を適用する場合においては、「タ」の容積率の算定の基礎となる敷

地面積は、6欄「ホ」(2)によることとします。 

  (1) 自動車車庫等の部分 5分の1 

  (2) 備蓄倉庫の部分 50分の1 

  (3) 蓄電池の設置部分 50分の1 

  (4) 自家発電設備の設置部分 100分の1 

  (5) 貯水槽の設置部分 100分の1 

  (6) 宅配ボックスの設置部分 100分の1 

 ⑰6欄の「ハ」、「ニ」、「ヘ」及び「ト」、9欄の「ハ」並びに10欄の「タ」は、百分

率を用いてください。 

 ⑱ここに書き表せない事項で特に認定を受けようとする事項は、14欄又は別紙に記載し

て添えてください。 

4．第三面関係 

 ①この書類は、建築物ごとに作成してください。 

 ②この書類に記載する事項のうち、5欄の事項については、別紙に明示して添付すれば記

載する必要はありません。 

 ③1欄は、建築物の数が1のときは「1」と記入し、建築物の数が2以上のときは、建築物

ごとに通し番号を付し、その番号を記入してください。 

 ④2欄は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 

 ⑤5欄は、建築基準法施行規則別紙の表の用途の区分に従い対応する記号を記入した上

で、用途をできるだけ具体的に書き、それぞれの用途に供する部分の床面積を記入し

てください。 

 ⑥ここに書き表せない事項で特に認定を受けようとする事項は、6欄又は別紙に記載して

添えてください。 

26



 ⑦建築物が高床式住宅(豪雪地において積雪対策のため通常より床を高くした住宅をい

う。)である場合には、床面積の算定において床下部分の面積を除くものとし、7欄に、

高床式住宅である旨及び床下の部分の面積を記入してください。 
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様
式
第
二
（
第
一
条
の
十
九
第
二
項
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

様式第二（第一条の十九第二項関係）（日本産業規格A4）（平24国交令64・追加、平28国交令61・平30国交令58・令元国交令20・一部改正） 認定通知書 第号 年月日 申請者殿 特定行政庁印 下記による認定申請書及び添付図書に記載の計画について、都市再生特別措置法第19条の19第1項の規定に基づき、認定しましたので通知します。 記 1．申請年月日年月日 2．建築場所 3．建築物又はその部分の概要 （注意）この通知書は、大切に保存しておいてください。  
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様
式
第
三
（
第
一
条
の
十
九
第
三
項
関
係
）
（
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
）

様式第三（第一条の十九第三項関係）（日本産業規格A4）（平24国交令64・追加、平28国交令61・平30国交令58・令元国交令20・一部改正） 認定しない旨の通知書 第号 年月日 申請者殿 特定行政庁印 別添の認定申請書及び添付図書に記載の計画については、下記の理由により都市再生特別措置法第19条の19第1項の規定による認定をしないこととしましたので、通知します。 なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内にに対して行政不服審査法（平成26年法律第68号）に基づく審査請求をすることができます（なお、この通知を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内であっても、処分の日から1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。この処分について訴訟により取消しを求めるときには、この通知を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内にを被告として（訴訟においてを代表する者はとなります。）行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）に基づく処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この通知を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内であっても、処分の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 （理由）  
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様
式
第
四
（
第
二
条
関
係
）

様式第四（第二条関係）（平16国交令53・平17国交令54・平23国交令53・一部改正、平24国交令64・旧様式第一・一部改正、令2国交令98・一部改正） 民間都市再生事業計画申請書 認定 変更認定 年月日 国土交通大臣殿 申請者の住所又は主たる事務所の所在地 申請者の氏名又は名称 都市再生特別措置法第20条第1項 第24条第1項 の規定に基づき、民間都市再生事業計画について認定 変更認定 を申請します。 この申請書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。 注1不要の部分は消してください。 2申請者が法人である場合には、代表者の氏名も併せて記載してください。 3変更認定申請の場合は、変更に係る事項のみを記載してください。 民間都市再生事業計画 1事業の名称 2事業の目的 3事業区域 位置 面積㎡ 4建築物及びその敷地の整備に関する事業の要 建築物の建築面積等 延べ面積の建築面積の 建築物建築延べ敷地 階数敷地面積に敷地面積に 番号面積面積面積 対する割合対する割合 ㎡㎡㎡ ㎡㎡㎡ ㎡㎡㎡ 合計㎡㎡㎡ 注1「建築物番号」の欄には、添付する事業区域内に建築する建築物の配置図において建築物ごとに付した番号を記入してください。 2「階数」の欄には地階を除く階数を記入してください。 建築物の構造方法、設備及び用途 ［建築物番号］ ［構造方法］ ［設備］ ［用途］ 注1すべての建築する建築物について建築物ごとに作成してください。 2［構造方法］の欄には、「鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・その他」の別を記入してください。 3［設備］の欄には、設置する設備ごとに構造等を記入してください。 4［用途］の欄には、建築基準法施行規則別紙の表の用途の区分に従い用途をできるだけ具体的に記入してください。 5公共施設の整備に関する事業の要及び当該公共施設の管理者等 ［公共施設番号］ ［公共施設の種類］ ［公共施設の規模］ ［公共施設の管理者又は管理者となるべき者］ 注1［公共施設番号］の欄には、添付する事業区域内に建築する建築物の配置図において公共施設ごとに付した番号を記入してください。 2すべての整備する公共施設について公共施設ごとに作成してください。 3［公共施設の規模］の欄には、公共施設の規模を公共施設の種類に応じて適宜記入してください。 6工事着手の時期及び事業施行期間 ［事業の着手の予定年月日］年月日 ［事業の完了の予定年月日］年月日 7用地取得計画 申請者が従前から所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する事業区域内の土地 申請者の有す 番号所在地番地目面積 る権利の種類 ㎡ 注1「番号」の欄には、添付する事業区域内にある土地及び建築物の配置図において土地ごとに付した番号を記入してください。 2「申請者の有する権利の種類」の欄には、所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の別を具体的に記入してください。 申請者が所有権の取得又は借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得若しくは設定（以下この様式において「所有権の取得等」という。）をしようとする土地 申請者が取得又所有権の所有権の 番号所在地番地目面積は設定しようと取得等の取得等の する権利の種類方法予定時期 ㎡年月 注1「番号」の欄には、添付する事業区域内にある土地及び建築物の配置図において土地ごとに付した番号を記入してください。 2「申請者が取得又は設定しようとする権利の種類」の欄には、所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の別を具体的に記入してください。 8資金計画 内訳金額（百万円） 支出用地費 除却費 整地費 建築費 事務費 借入金利息 〇〇〇 計 収入自己資金 借入金 （借入先）（） 〇〇〇 計 9都市再生事業が、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を緊急に推進する上で効果的であり、かつ、当該地域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項 10建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項 
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様
式
第
五
（
第
七
条
第
一
項
第
一
号
ロ
関
係
）

様式第五（第七条第一項第一号ロ関係）（平16国交令53・一部改正、平24国交令64・旧様式第二繰下、平30国交令58・一部改正） 都市再生事業に関する計画書 1事業の名称 2事業の目的 3事業区域 位置 面積㎡ 4建築物及びその敷地の整備に関する事業の要 建築物の建築面積等 延べ面積の建築面積の 建築物建築延べ敷地 階数高さ敷地面積に敷地面積に 番号面積面積面積 対する割合対する割合 m㎡㎡㎡ m㎡㎡㎡ m㎡㎡㎡ 合計㎡㎡㎡ 注1「建築物番号」の欄には、添付する事業区域内に建築する建築物の配置図において建築物ごとに付した番号を記入してください。 2「階数」の欄には地階を除く階数を記入してください。 建築物の構造方法、設備及び用途 ［建築物番号］ ［構造方法］ ［設備］ ［用途］ 注1すべての建築する建築物について建築物ごとに作成してください。 2［構造方法］の欄には、「鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・その他」の別を記入してください。 3［設備］の欄には、設置する設備ごとに構造等を記入してください。 4［用途］の欄には、建築基準法施行規則別紙の表の用途の区分に従い用途をできるだけ具体的に記入してください。 5公共施設の種類及び規模 ［公共施設番号］ ［公共施設の種類］ ［公共施設の規模］ 注1［公共施設番号］の欄には、添付する事業区域内に建築する建築物の配置図において公共施設ごとに付した番号を記入してください。 2すべての整備する公共施設について公共施設ごとに作成してください。 3［公共施設の規模］の欄には、公共施設の規模を公共施設の種類に応じて適宜記入してください。 6工事着手の時期及び事業施行期間 ［事業の着手の予定年月日］年月日 ［事業の完了の予定年月日］年月日 7資金計画 内訳金額（百万円） 支出用地費 除却費 整地費 建築費 事務費 借入金利息 〇〇〇 計 収入自己資金 借入金 （借入先）（） 〇〇〇 計 
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様
式
第
五
の
二
（
第
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ
関
係
）

様式第五の二（第七条第一項第二号ロ関係）（平30国交令58・追加） 関連公共公益施設整備事業に関する計画書 1関連公共公益施設整備事業の名称 2関連公共公益施設整備事業の目的 3関連公共公益施設整備事業の事業区域 位置 面積㎡ 4関連公共公益施設整備事業の概要 5工事着手の時期及び事業施行期間 ［事業の着手の予定年月日］年月日 ［事業の完了の予定年月日］年月日 6資金計画 内訳金額（百万円） 支出用地費 除却費 整地費 建築費 事務費 借入金利息 〇〇〇 計 収入自己資金 借入金 （借入先）（） 〇〇〇 計 7関連公共公益施設整備事業に係る都市再生事業の名称 8当該都市再生事業の目的 9当該都市再生事業の事業区域 位置 面積㎡ 10当該都市再生事業の概要 建築物の建築面積等 建築物番階数高さ建築面延べ面敷地面延べ面積建築面積 号積積積の敷地面の敷地面 積に対す積に対す る割合る割合 m㎡㎡㎡ m㎡㎡㎡ m㎡㎡㎡ 合計㎡㎡㎡ 注1［建築物番号］の欄には、添付する当該都市再生事業の事業区域内の当該都市再生事業に係る建築物の配置図において建築物ごとに付した番号を記入してください。 2［階数］の欄には地階を除く階数を記入してください。 建築物の構造方法、設備及び用途 ［建築物番号］ ［構造方法］ ［設備］ ［用途］ 注1すべての当該都市再生事業に係る建築物について建築物ごとに作成してください。 2［構造方法］の欄には、［鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・その他］の別を記入してください。 3［設備］の欄には、設置に係る設備ごとに構造等を記入してください。 4［用途］の欄には、建築基準法施行規則別紙の表の用途の区分に従い用途をできるだけ具体的に記入してください。 11当該都市再生事業に係る公共施設の種類及び規模 ［公共施設番号］ ［公共施設の種類］ ［公共施設の規模］ 注1［公共施設番号］の欄には、添付する当該都市再生事業の事業区域内の当該都市再生事業に係る建築物の配置図において公共施設ごとに付した番号を記入してください。 2すべての当該都市再生事業に係る公共施設について公共施設ごとに作成してください。 3［公共施設の規模］の欄には、公共施設の規模を公共施設の種類に応じて適宜記入してください。 
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様
式
第
六
（
第
十
八
条
の
二
第
二
号
関
係
）

様式第六（第十八条の二第二号関係）（平26国交令67・追加） 公共利便施設の整備又は管理に関する計画書 1整備又は管理の名称 2整備又は管理の目的 3整備又は管理を行う区域 位置 面積㎡ 4整備又は管理の概要 5工事着手の時期及び整備又は管理の施行期間 ［整備又は管理の着手の予定年月日］年月日 ［整備又は管理の完了の予定年月日］年月日  
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様
式
第
七
の
二
（
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
関
係
）

様式第七の二（第二十一条の三第一項関係）（令2国交令74・追加） 特定路外駐車場設置届出書 第62条の9第1項 都市再生特別措置法の規定に基づき、下記により届 第106条 け出ます。 年月日 殿 特定路外駐車場管理者の氏名又は名称及び住所 1駐車場の名称 2駐車場の位置 イ駐車場の区 域の面積平方メートル ロ駐車場の用a駐車の一般公共 に供する部分用に供すの用に供平方メートル の面積る部分のする部分（駐車台数台） 3規模 面積 それ以外平方メートル の部分（駐車台数台） b車路等 の面積平方メートル 4自動車の出口及 び入口の位置 注13のロのa欄の「それ以外の部分」欄においては、月ぎめ契約等により特定の顧客の駐車の用に供する部分等一般公共の用に供する部分以外の部分の面積を記載すること。 23のロのb欄においては、駐車場の用に供する部分のうち、駐車の用に供する部分を除いた部分の面積を記載すること。  
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様式第七の三（第二十一条の六第一項関係）（令2国交令74・追加） 特定路外駐車場設置変更届出書 年月日 殿 特定路外駐車場管理者の氏名又は名称及び住所 第62条の9第2項 都市再生特別措置法の規定により、届出事項の変更につい 第106条 て、下記により届け出ます。 記 1当初の届出年月日 年月日 2変更の内容 （注意）変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。  
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様式第七の四（第二十一条の七第一項関係）（令2国交令74・追加） 出入口制限対象駐車場設置届出書 都市再生特別措置法第62条の10第2項の規定に基づき、下記により届け出 ます。 年月日 殿 出入口制限対象駐車場管理者の氏名又は名称及び住所 1駐車場の名称 2駐車場の位置 イ駐車場の区 域の面積平方メートル ロ駐車場の用a駐車の一般公共 に供する部分用に供すの用に供平方メートル の面積る部分のする部分（駐車台数台） 3規模 面積 それ以外平方メートル の部分（駐車台数台） b車路等 の面積平方メートル 4自動車の出口及 び入口の位置 注13のロのa欄の「それ以外の部分」欄においては、月ぎめ契約等により特定の顧客の駐車の用に供する部分等一般公共の用に供する部分以外の部分の面積を記載すること。 23のロのb欄においては、駐車場の用に供する部分のうち、駐車の用に供する部分を除いた部分の面積を記載すること。  
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様式第七の五（第二十一条の九第一項関係）（令2国交令74・追加） 出入口制限対象駐車場出入口変更届出書 都市再生特別措置法第62条の10第3項の規定に基づき、下記により届け出 ます。 年月日 殿 出入口制限対象駐車場管理者の氏名又は名称及び住所 1駐車場の名称 2駐車場の位置 イ駐車場の区 域の面積平方メートル ロ駐車場の用a駐車の一般公共 に供する部分用に供すの用に供平方メートル の面積る部分のする部分（駐車台数台） 3規模 面積 それ以外平方メートル の部分（駐車台数台） b車路等 の面積平方メートル 4変更後の自動車 の出口及び入口の 位置 注13のロのa欄の「それ以外の部分」欄においては、月ぎめ契約等により特定の顧客の駐車の用に供する部分等一般公共の用に供する部分以外の部分の面積を記載すること。 23のロのb欄においては、駐車場の用に供する部分のうち、駐車の用に供する部分を除いた部分の面積を記載すること。  
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様式第八（第二十二条関係）（平17国交令54・追加、平24国交令64・旧様式第四繰下、平26国交令67・旧様式第七繰下、令2国交令98・一部改正） 民間都市再生整備事業計画認定 変更認定 申請書 年月日 国土交通大臣殿 申請者の住所又は主たる事務所の所在地 申請者の氏名又は名称 都市再生特別措置法第63条第1項 第66条第1項 の規定に基づき、民間都市再生整備事業計画について認定 変更認定 を申請します。 この申請書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。 注1不要の部分は消してください。 2申請者が法人である場合には、代表者の氏名も併せて記載してください。 3変更認定申請の場合は、変更に係る事項のみを記載してください。 民間都市再生整備事業計画 1事業の名称 2事業の目的 3整備事業区域 位置 面積㎡ 4建築物及びその敷地の整備に関する事業の要 建築物の建築面積等 延べ面積の建築面積の 階数建築面積延べ面積敷地面積 建築物番号敷地面積に敷地面積に 対する割合対する割合 ㎡㎡㎡ ㎡㎡㎡ ㎡㎡㎡ 合計㎡㎡㎡ 注1「建築物番号」の欄には、添付する整備事業区域内に建築する建築物の配置図において建築物ごとに付した番号を記入してください。 2「階数」の欄には地階を除く階数を記入してください。 建築物の構造方法、設備及び用途 ［建築物番号］ ［構造方法］ ［設備］ ［用途］ 注1すべての建築する建築物について建築物ごとに作成してください。 2［構造方法］の欄には、「鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・その他」の別を記入してください。 3［設備］の欄には、設置する設備ごとに構造等を記入してください。 4［用途］の欄には、建築基準法施行規則別紙の表の用途の区分に従い用途をできるだけ具体的に記入してください。 5公共施設の整備に関する事業の要及び当該公共施設の管理者等 ［公共施設番号］ ［公共施設の種類］ ［公共施設の規模］ ［公共施設の管理者又は管理者となるべき者］ 注1［公共施設番号］の欄には、添付する整備事業区域内に建築する建築物の配置図において公共施設ごとに付した番号を記入してください。 2すべての整備する公共施設について公共施設ごとに作成してください。 3［公共施設の規模］の欄には、公共施設の規模を公共施設の種類に応じて適宜記入してください。 6工事着手の時期及び事業施行期間 ［事業の着手の予定年月日］年月日 ［事業の完了の予定年月日］年月日 7用地取得計画 申請者が従前から所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する整備事業区域内の土地 申請者の有す 番号所在地番地目面積 る権利の種類 ㎡ 注1「番号」の欄には、添付する整備事業区域内にある土地及び建築物の配置図において土地ごとに付した番号を記入してください。 2「申請者の有する権利の種類」の欄には、所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の別を具体的に記入してください。 申請者が所有権の取得又は借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得若しくは設定（以下この様式において「所有権の取得等」という。）をしようとする土地 申請者が取得 所有権の所有権の 又は設定しよ 番号所在地番地目面積取得等の取得等の うとする権利 方法予定時期 の種類 ㎡年月 注1「番号」の欄には、添付する整備事業区域内にある土地及び建築物の配置図において土地ごとに付した番号を記入してください。 2「申請者が取得又は設定しようとする権利の種類」の欄には、所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の別を具体的に記入してください。 8資金計画 内訳金額（百万円） 支出用地費 除却費 整地費 建築費 事務費 借入金利息 〇〇〇 計 収入自己資金 借入金 （借入先）（） 〇〇〇 計 9都市再生整備事業が都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものであり、かつ、当該都市再生整備計画の区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項 10整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
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様式第九（第三十四条第二号関係）（平26国交令67・追加） 特定住宅整備事業に関する計画書 1事業の名称 2事業の目的 3事業区域 位置 面積㎡ 4事業の概要 住宅の建築面積等 住宅階数高さ建築延べ敷地延べ面積の建築面積の 番号面積面積面積敷地面積に敷地面積に 対する割合対する割合 m㎡㎡㎡ m㎡㎡㎡ m㎡㎡㎡ 合計㎡㎡㎡ 注1「住宅番号」の欄には、添付する事業区域内に建築する住宅の配置図において住宅ごとに付した番号を記入してください。 2「階数」の欄には地階を除く階数を記入してください。 住宅の構造方法及び設備 ［住宅番号］ ［構造方法］ ［設備］ 注1全ての建築する住宅について住宅ごとに作成してください。 2［構造方法］の欄には、「鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・その他」の別を記入してください。 3［設備］の欄には、設置する設備ごとに構造等を記入してください。 5工事着手の時期及び事業施行期間 ［事業の着手の予定年月日］年月日 ［事業の完了の予定年月日］年月日 6資金計画 内訳金額（百万円） 支出用地費 除却費 整地費 建築費 事務費 借入金利息 〇〇〇 計 収入自己資金 借入金 （借入先）（） 〇〇〇 計 
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様式第九の二（第三十四条の六第一項関係）（令2国交令74・追加、令2国交令98・一部改正） 防災住宅建設区換地申出書 年月日 殿 申出人住所 氏名 都市再生特別措置法第87条の4第1項の規定により、下記の宅地についての換地を防災住宅建設区内に定めるべき旨の申出をします。 記 所在地及び地番地目地積 備考申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主たる事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載してください。  
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様式第十（第三十五条第一項第一号関係）（平26国交令67・追加、令2国交令98・一部改正） 開発行為届出書 都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、開発行為について、下 記により届け出ます。 年月日 殿 届出者住所 氏名 1開発区域に含まれる地域の名称 2開発区域の面積平方メートル 3住宅等の用途 開発行為の概要 4工事の着手予定年月日年月日 5工事の完了予定年月日年月日 6その他必要な事項 注届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。  
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様式第十一（第三十五条第一項第二号関係）（平26国交令67・追加、令2国交令98・一部改正） 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 都市再生特別措置法第88条第1項の規定に基づき、 住宅等の新築 建築物を改築して住宅等とする行為について、下記により届け出 建築物の用途を変更して住宅等とする行為 ます。 年月日 殿 届出者住所 氏名 1住宅等を新築しようとする土地 又は改築若しくは用途の変更をし ようとする建築物の存する土地の 所在、地番、地目及び面積 2新築しようとする住宅等又は改 築若しくは用途の変更後の住宅等 の用途 3改築又は用途の変更をしようと する場合は既存の建築物の用途 4その他必要な事項 注届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。  
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様式第十二（第三十八条第一項関係）（平26国交令67・追加、令2国交令98・一部改正） 行為の変更届出書 年月日 殿 届出者住所 氏名 都市再生特別措置法第88条第2項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け出ます。 記 1当初の届出年月日年月日 2変更の内容 3変更部分に係る行為の着手予定日年月日 4変更部分に係る行為の完了予定日年月日 注1届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 2変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。  
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様式第十三(第三十九条第二項関係) 

開発行為許可申請書 

 都市計画法第29条第1項の規定により、開発行為の許可を

申請します。 

  年  月  日 

        殿 

          許可申請者 住所 

                氏名 

※ 手数料欄 

開

発

行

為

の

概

要 

1 開発区域に含まれる地域の名称  

2 開 発 区 域 の 面 積 平方メートル 

3 予 定 建 築 物 等 の 用 途  

4 工 事 施 行 者 住 所 氏 名  

5 工 事 着 手 予 定 年 月 日 年  月  日 

6 工 事 完 了 予 定 年 月 日 年  月  日 

7 自己の居住の用に供するもの、

その他のものの別 
 

8 都市再生特別措置法第90条の規

定により読み替えて適用する都市

計画法第34条の該当号及び該当す

る理由 

 

9 そ の 他 必 要 な 事 項  

※ 受 付 番 号 年  月  日  第   号 

※ 許 可 に 付 し た 条 件  

※ 許 可 番 号 年  月  日  第   号 

 備考 1 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項の宅地造

成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等に関する工事は、

本許可を受けることにより、同法第12条第1項の許可を受けたものとみなされま

す。 

    2 宅地造成及び特定盛土等規制法第26条第1項の特定盛土等規制区域内において

行われる特定盛土等に関する工事は、本許可を受けることにより、同法第30条第

1項の許可を受けたものとみなされます。 

    3 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第73条第1項の特定

開発行為は、本許可を受けることにより、同項の許可を受けたものとみなされ

ます。 

    4 許可申請者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人

の名称及び代表者の氏名を記載すること。 

    5 ※印のある欄は記載しないこと。 

    6 「その他必要な事項」の欄には、開発行為を行うことについて、農地法その

他の法令による許可、認可等を要する場合には、その手続の状況を記載すること。 
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様式第十四（第三十九条第四項関係）（平26国交令67・追加、令2国交令98・一部改正） 特定建築等行為許可申請書 都市計画法第43条第1項の規定により、※手数料欄 住宅等の新築 建築物を改築して住宅等とする行為の許可を申請 建築物の用途を変更して住宅等とする行為 します。 年月日 殿 許可申請者住所 氏名 1住宅等を新築しようとする土地 又は改築若しくは用途の変更をし ようとする建築物の存する土地の 所在、地番、地目及び面積 2新築しようとする住宅等又は改 築若しくは用途の変更後の住宅等 の用途 3改築又は用途の変更をしようと する場合は既存の建築物の用途 4新築しようとする住宅等又は改 築若しくは用途の変更後の住宅等 が都市再生特別措置法第90条の規 定により読み替えて適用する都市 計画法第34条第10号又は都市再生 特別措置法施行令第29条の規定に より読み替えて適用する都市計画 法施行令第36条第1項第3号ハか らホまでのいずれの住宅等に該当 するかの記載及びその理由 5その他必要な事項 ※受付番号年月日第号 ※許可に付した条件 ※許可番号年月日第号 備考1許可申請者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 2※印のある欄は記載しないこと。 3「その他必要な事項」の欄には、特定建築等行為を行うことについて他の法令による許可、認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載すること。  
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様式第十五（第四十三条関係）（平26国交令67・追加、令2国交令98・一部改正） 民間誘導施設等整備事業計画認定 変更認定 申請書 年月日 国土交通大臣殿 申請者の住所又は主たる事務所の所在地 申請者の氏名又は名称 都市再生特別措置法第95条第1項 第98条第1項 の規定に基づき、民間誘導施設等整備事業計画について認定 変更認定 を申請します。 この申請書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。 注1不要の部分は消してください。 2申請者が法人である場合には、代表者の氏名も併せて記載してください。 3変更認定申請の場合は、変更に係る事項のみを記載してください。 民間誘導施設等整備事業計画 1事業の名称 2事業の目的 3誘導事業区域 位置 面積㎡ 4誘導施設の概要 5建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要 建築物の建築面積等 建築物階数建築面積延べ面積敷地面積延べ面積の建築面積の 番号敷地面積に敷地面積に 対する割合対する割合 ㎡㎡㎡ ㎡㎡㎡ ㎡㎡㎡ 合計㎡㎡㎡ 注1「建築物番号」の欄には、添付する誘導事業区域内に建築する建築物の配置図において建築物ごとに付した番号を記入してください。 2「階数」の欄には地階を除く階数を記入してください。 建築物の構造方法、設備及び用途 ［建築物番号］ ［構造方法］ ［設備］ ［用途］ 注1すべての建築する建築物について建築物ごとに作成してください。 2［構造方法］の欄には、「鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造・その他」の別を記入してください。 3［設備］の欄には、設置する設備ごとに構造等を記入してください。 4［用途］の欄には、建築基準法施行規則別紙の表の用途の区分に従い用途をできるだけ具体的に記入してください。 6公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者等 ［公共施設番号］ ［公共施設の種類］ ［公共施設の規模］ ［公共施設の管理者又は管理者となるべき者］ 注1［公共施設番号］の欄には、添付する誘導事業区域内に建築する建築物の配置図において公共施設ごとに付した番号を記入してください。 2すべての整備する公共施設について公共施設ごとに作成してください。 3［公共施設の規模］の欄には、公共施設の規模を公共施設の種類に応じて適宜記入してください。 7工事着手の時期及び事業施行期間 ［事業の着手の予定年月日］年月日 ［事業の完了の予定年月日］年月日 8用地取得計画 申請者が従前から所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する誘導事業区域内の土地 番号所在地番地目面積申請者の有す る権利の種類 ㎡ 注1「番号」の欄には、添付する誘導事業区域内にある土地及び建築物の 配置図において土地ごとに付した番号を記入してください。 2「申請者の有する権利の種類」の欄には、所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の別を具体的に記入してください。 申請者が所有権の取得又は借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得若しくは設定（以下この様式において「所有権の取得等」という。）をしようとする土地 番号所在地番地目面積申請者が所有権の所有権の 取得又は取得等の取得等の 設定しよ方法予定時期 うとする 権利の種 類 ㎡年月 注1「番号」の欄には、添付する誘導事業区域内にある土地及び建築物の配置図において土地ごとに付した番号を記入してください。 2「申請者が取得又は設定しようとする権利の種類」の欄には、所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の別を具体的に記入してください。 9資金計画 内訳金額（百万円） 支出用地費 除却費 整地費 建築費 事務費 借入金利息 〇〇〇 計 収入自己資金 借入金 （借入先）（） 〇〇〇 計 10誘導施設等整備事業が住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図る上で効果的であり、かつ、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域を含む都市の 再生に著しく貢献するものであることを明らかにするために参考となるべき事項 11誘導施設等整備事業が立地適正化計画に記載された都市再生特別措置法第81条第2項第3号に掲げる事項に照らして適切なものであることを明らかにするために参考となるべき事項 12誘導事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が地域整備方針に適合するものであることを明らかにするために参考となるべき事項
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様式第十五の二（第四十七条の四第一項関係）（平30国交令58・追加、令2国交令98・一部改正） 誘導施設整備区換地申出書 年月日 殿 申出人住所 氏名 都市再生特別措置法第105条の3第1項の規定により、下記の宅地についての換地を誘導施設整備区内に定めるべき旨の申出をします。 記 所在地及び地番地目地積 備考申出人が法人である場合においては、住所及び氏名は、それぞれその法人の主たる事務所の所在地、名称及びその代表者の氏名を記載してください。  
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様式第十八（第五十二条第一項第一号関係）（平26国交令67・追加、令2国交令98・一部改正） 開発行為届出書 都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づき、開発行為について、 下記により届け出ます。 年月日 殿 届出者住所 氏名 1開発区域に含まれる地域の名称 開2開発区域の面積平方メートル 発 行3建築物の用途 為 の4工事の着手予定年月日年月日 概 要5工事の完了予定年月日年月日 6その他必要な事項 注届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。  
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様式第十九（第五十二条第一項第二号関係）（平26国交令67・追加、令2国交令98・一部改正） 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 都市再生特別措置法第108条第1項の規定に基づき、 誘導施設を有する建築物の新築 建築物を改築して誘導施設を有する建築物とする行為 建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為 について、下記により届け出ます。 年月日 殿 届出者住所 氏名 1建築物を新築しようとする土地 又は改築若しくは用途の変更をし ようとする建築物の存する土地の 所在、地番、地目及び面積 2新築しようとする建築物又は改 築若しくは用途の変更後の建築物 の用途 3改築又は用途の変更をしようと する場合は既存の建築物の用途 4その他必要な事項 注届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。  
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様式第二十（第五十五条第一項関係）（平26国交令67・追加、令2国交令98・一部改正） 行為の変更届出書 年月日 殿 届出者住所 氏名 都市再生特別措置法第108条第2項の規定に基づき、届出事項の変更について、下記により届け出ます。 記 1当初の届出年月日年月日 2変更の内容 3変更部分に係る行為の着手予定日年月日 4変更部分に係る行為の完了予定日年月日 注1届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。 2変更の内容は、変更前及び変更後の内容を対照させて記載すること。  
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様式第二十一（第五十五条の二関係）（平30国交令58・追加、令2国交令98・一部改正） 誘導施設の休廃止届出書 年月日 殿 届出者住所 氏名 都市再生特別措置法第108条の2第1項の規定に基づき、誘導施設の（休止・廃止）について、下記により届け出ます。 記 1休止（廃止）しようとする誘導施設の名称、用途及び所在地 2休止（廃止）しようとする年月日 3休止しようとする場合にあっては、その期間 4休止（廃止）に伴う措置 休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がある場合、予定される当該建築物の用途 休止（廃止）後に誘導施設を有する建築物を使用する予定がない場合、当該建築物の存置に関する事項 注1届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。 24欄には、当該建築物を存置する予定がある場合は存置のために必要な管理その他の事項について、当該建築物を存置する予定がない場合は当該建築物の除却の予定時期その他の事項について記入してください。  
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